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1 学校の理念、教育目標  

教 育 理 念 教 育 目 標 

１． 建学の理念 

建学の理念は、創設者の教育に対する思いであり、学校教育のバック

ボーンであり、時代を越えて連綿と受け継がれて学校の個性を形成し、

最終的にはカリキュラム編成に反映させるべきものである。さらに、将

来構想を策定する際にもこの基本理念をもとにして策定されるべきもの

である。 

２． 教育理念・目的・育成人材像等 

理念、目的、育成人材像は学校運営、教育活動の基本となるもので内

部的には結集軸となるだろうし、外部的には差別化のツールになるべき

ものである。理念･目的等を実現するためにはフレームワークとしてのカ

リキュラムが整合性(目的適合性)をもっているべきである。 

３． ２つのキー・コンセプト 

本校は、下記の２つのコンセプトで、どんな生徒にも、在校中に成功

体験を積ませ、「やれば出来る」という達成意識を持たせ、以って社会に

積極的に貢献できるような人間教育を確立している。 

① 社会に有為な人材育成のために、法定時間を超える専門教育を施し、

「身体で覚える」実技教育に取り組んでいること。 

② 「優れたプロは、優れた人間性、体力を持っている」という理念のもと人格

教育を行っていること。
 

１．本校の目的 

本校の目的は、実社会での即戦力を養成するため体感・体験・体得を

重視し、「身体で覚える授業」を実践し、また「優れたプロは優れた人間

性・体力を持っている」を校訓に、専門教育以外に、特に徳育面を重視

し、情操豊かな人間性をもった人材を育成すること。 

２．本校の育成人材像 

具体的には、本校は学校教育法に基づき、服飾造形に関する基礎理論

と高度な技術並びに豊かな感性と創造性を備えた専門家としてファッシ

ョン産業界に寄与し、同時に深く社会に貢献できる実践的な人材の育成

を目的とする。 

３．本校のカリキュラムの特徴 

少人数制の担任指導で、として、学校生活から将来設計や就職活動な

どもきめ細やかにサポートするなど、一人ひとりの個性を見出して丁寧

に潜在性を引き出す個別指導を行なっている。本校オリジナルブランド

の期間限定ショップ【 incubate】や「ファッションショー incubate 

collection」などの運営を中心に学生が主体的に学ぶ実践教育を軸とした

カリキュラム構成が本校の特徴である。 
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教 育 理 念 教 育 目 標 

４． 理念・目的・育成人材像の課題 

時代の風潮による規模の拡大化と教育内容の総合化に伴い、建学の理

念は稀薄化せざるを得ない。随時、歴史的なチェックが必要と思われる。

不易流行の見極めが必要。
 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2 本年度の重点目標と達成計画 

平成３０年度重点目標 達成計画・取組方法 

①平成 30年度学校目標 

『成長を実感できる仕組み作り』 

 

 

 

目標達成のための優先課題への取り組み 

学生自身が身につけるべき能力と卒業次の到達目標を理解して日々学

んでいくことをめざし、本校では平成 28 年度から学習到達度を示し評価

基準化していくルーブリックの導入に、着手している。導入初年度は常勤

教員の授業から始まった取り組みだが、２年目の平成 29 年度では一部の

非常勤講師の授業に取り組みを広げている。短期間で完遂できる事業では

なく平成 30 年度も引き続き『成長を実感できる仕組み作り』として『ル

ーブリックによる学習到達度の可視化』に取り組んだ。 

成果としては、学生から「自分の身についた部分が具体的にわかった」

「丁寧な評価によってやる気が湧いてくる」など目標に近づいたことを実

感できる感想が面談で得られた。課題としてはカリキュラム全体からする

とまだまだ部分的な取り組みとなっている点である。カリキュラム全体で

の取り組みとするべきであり、そのためには授業担当者のルーブリックの

理解向上が必要である。 

 

 

 

 

 

 最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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3 評価項目別取組状況 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

 本学の育成する人材像は「優れた人格と実践力

をもった人材」と定めている。 

実践力とは「ファッションの専門性と社会人基礎力

の融合した力」と定義している。 

また、それに連動する形で３つのポリシー、「ディ

プロマ・ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」「ア

ドミッション・ポリシー」を整備し、教職員が，ど

のような教育を行い，どのような人材を輩出するの

かを共通理解して取り組むことに努めている。 

 教育の受け手である学生に対しても３つのポリ

シーを提示し、自身が卒業までに身に付けるべき能

力を明確化することに努めている。 

【課題】 

 インターネット等のテクノロジーの進化により

社会が変わり生活様式も変わってきている。これか

ら働く学生達は以前の学生と比べ環境が変わって

きている。今までどおりの実践教育の考え方や手法

では社会に通用しなくなってきている面がある。 

 

ファッション業界と整合性をもった人材育成とし

ていくため、企業との連携を活用していく。 

 

「３つのポリシー」 

アドミッションポリシー  

【入学者受け入れの方針 両学科共通】

2学科共通のものとして設定 

 

ディプロマ・ポリシー 

【卒業時の到達目標】 

学科ごとに設定 

 

カリキュラム・ポリシー 

【教育課程編成・実施の方針】 

【卒業時の到達目標】 

学科ごとに設定 

 

 

 

 最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 



 

5 

 

1-1 （1/2） 

1-1 理念・目的・育成人材像                                           評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1  理 念 ・ 目

的・育成人材像

は、定められてい

るか 

□理念に沿った目的・育成人

材像になっているか 

□理念等は文書化するなど

明確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっている

か 

□理念等に応じた課程(学

科）を設置しているか 

□理念等を実現するための

具体的な目標・計画・方法を

定めているか 

□理念等を学生・保護者・関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認し

ているか 

□理念等を社会の要請に的

確に対応させるため、適宜見

直しを行っているか 

 

 

 

 理念･目的は学則に明

記し、育成人材像は学校

案内書で周知している。 

学校の教務担当教員

を中心として科目の見

直し、再編成を随時実

施。 

関連業界の求める人

材像に適合するために

学科ごとに教育課程編

成委員会を設置し、カリ

キュラムの改編等を行

っている。 

学校案内書に明記す

るとともに学内の玄関

に銘板で掲示する事に

より周知徹底を図って

いる。 

理念、目的、育成人材

像は学校運営、教育活動

の基本となるもので内

部的には結集軸となる

だろうし、外部的には差

別化のツールになるべ

きものである。 

理念･目的等を実現す

るためにはフレームワ

ークとしてのカリキュ

ラムが整合性(目的適合

性)をもっているべきで

ある。 

理念等は時代や社会の

変遷とともに その有用

性を常にチェックすべ

きである。 

理念等は学内において

は組織の結集軸となり、

学外については差別化

するためのツールにな

るべきである。 

時代の風潮による規

模の拡大化と教育内容

の総合化に伴い、建学の

理念は稀薄化せざるを

得ない。随時、歴史的な

チェックが必要と思わ

れる。不易流行の見極め

が必要。 

卒業生が活躍するで

あろう業界のニーズを

把握し、継続的にカリキ

ュラムのチェックが必

要。 

今後、本校の建学の理

念を広報活動等で一層 

周知徹底する必要があ

る。 

StudentHand book 

学校法人後藤学園

規程集（学則） 

学校案内書 

ホームページ 

常務会の議事録 

教育課程編成委員

会の議事録 

校内の銘板 
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  1-1 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2 育成人材像

は専門分野に関

連する業界等の

人材ニーズに適

合しているか 

□課程(学科)毎に、関連業界

等が求める知識・技術・技

能・人間性等人材要件を明確

にしているか 

□教育課程・授業計画(シラ

バス)等の策定において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

□専任・兼任(非常勤)にかか

わらず、教員採用において、

関連業界等から協力を得て

いるか 

□学内外にかかわらず、実習

の実施にあたって、関連業界

等からの協力を得ているか 

□教材等の開発において、関

連業界等からの協力を得て

いるか 

  アパレルプロフェッ

ショナル科（以下 AP 科

と省略）はデザイン・技

術系専門職をめざし、

「服作り」技術を学ぶ学

科であり、①実践を通し

て感性を表現する、②作

品制作を通じて計画性

を学ぶ、③コミュニケー

ション能力を高めるの

が特徴である。 

 ファッションスタイ

リング科（以下 FS 科と

省略）アパレル業界で流

通・販売のプロ、スタイ

リストをめざし、「トー

タルコーディネートの

ファッション提案」を学

ぶ学科であり、①コミュ

ニケーション能力を伸

ばす、②計画性を学ぶ、

③美意識を磨くのが特

徴である。 

両学科とも業界のニー

ズである『社会人基礎

力』と『ファッションの

専門性』を兼ね備えた人

材育成を行っている。 

両学科とも教育課程

編成委員会や業界での

業務従事者の意見を聞

いている。本校の教育内

容を理解した上で意見

等し、その意見を授業内

容に取り入れるには、実

施出来る人材が学内に

は不在であり人材を探

すところからが必要と

なる。その為、業界から

協力を仰ぐが業界側の

本務の多忙さから十分

な協力が得られない。 

 業界の人材ニーズに

沿った育成が出来るよ

う、企業と連携しての授

業を準備中である。 
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小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-3 理念等の達

成に向け特色あ

る教育活動に取

組んでいるか 

□理念等の達成に向け、特色

ある教育活動に取組んでい

るか 

□特色ある職業実践教育に

取組んでいるか 

 学生達が商品を作り、

販売し店舗運営まで行

う実践的授業「期間限定

ショップ」や

incubatecollection と銘

打って行なうファッシ

ョンショーなどの運営

を学生たちが計画、実

行、検証、修正し、就職

後の現場を意識した教

育として実施。 

それぞれの学科で企

業との連携授業を実施

し、職業教育の充実をは

かっている。 

 

 

 

本校の教育理念である

「身体で覚える授業」を

実現するために、実習を

さらに強化すべきであ

る。 

 社会人基礎力を鍛え

る教育手法のレベルア

ップが必要。 

学生が主体的に学ぶ教

育 手 法 研 修 。         

学生が自身の成長を実

感できる評価システム

「ルーブリック」の構築

が必要。 

 

1-1-4 社会のニー

ズ等を踏まえた

将来構想を抱い

ているか 

□中期的（3～5 年程度）な

視点で、学校の将来構想を定

めているか 

□学校の将来構想を教職員

に周知しているか 

□学校の将来構想を学生・保

護者・関連業界等に周知して

いるか 

 ①１８才人口の推移 

②専修学校の第７分野

の在籍者数 ③本学の市

場占有率でウエイトを

かけて入学者の予測数

から収支計画を策定。 

中期計画を策定し、それ

に基づいて将来計画を

策定すべきである。 

収入予測はあくまで計

算上の数値のため毎年

のフォローアップ作業

が必要。 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

建学の精神、教育の理念は、学校教育のバックボーンであり、連綿と受け

継がれてゆくものであり最終的にはカリキュラム編成に反映されるべきもの

である。このため、将来構想を策定する際にもこの基本理念をもとにされる

べきである。 

理念・目的・育成人材像は学校案内書にて掲示されている。今後は授業ア

ンケート等でこの理念が生徒に定着しているかどうかをフィードバックする

必要がある。 

ファッション業界では、クリエイティブでもビジネスでも柔軟な考え方と

バイタリティのある人材が求められているが、そのファッション業界で活躍

できる人材育成を目的としている。生徒が持つ個性や自立性を尊重し社会に

進出できるクリエーター（人材）を育成することを最大の目的とする。 

中期的構想を立てて、各学校の数値目標を設定し、運営していくが、具体

的で詳細な数値は毎期修正する事が必要である。 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準２ 学校運営 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

本校の学生たちは距離感が近く相談しやすいこと

を教員に望んでおり、教員の学生との相談対応の能

力を重要視している。学園で実施するメンタルヘル

スケア研修では全教員が参加しカウンセリング能

力向上に励んでいる。 

運営方針や事業計画、教職員組織等整備し適切に運

営され ており「職業実践専門課程」の認定も維持

している。出願対象者からは教育の仕組みの整った

学校として認められつつある。 

【課題】 

 教員としての能力と学校運営や募集活動も行う

幅広い業務運営能力が求められるのが教務部の業

務である。近年は教務事務の業務が多くなっており

その業務にあたる教職員の負担が多くなっている。 

教務事務の出来る教員を育成し組織的にスムーズ

な対応ができるよう整備していく。 

 

(１)教員数(平成３０年５月１日現在)(表 2-1) 

(２)組織編成 

ファッションカレッジ教務部組織図(表 2-2) 

 



 

7-2 

 

 

（表 2-1）教員数（平成３０年５月１日現在） 

 

常勤教員等 
非常勤 
教員 

学生 
学生数÷ 
常勤教員等 校長 教員 

教務 
職員 

計 

男性   3 0 3 7 16  － 

女性 1 5 0 6 9 95  － 

合計 1 8 0 9 16 111 12.3 

＊ 教員とは専修学校設置基準が定める要件を満たす者を計上する。 
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(表 2-2)ファッションカレッジ組織図 

      校長付          

      広報部員          

                 

 

校長 

         教 務 課 主事（副部長兼務） 

 

  
４名 

 

            副主事１名   

       教務部            

     副部長             

           ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ課 

 

副主事１名 
  

１名 
 

          
 

  

                 

     自己評価委員会       

            

                

      学校関係者評価委員会       

            

                 

      アパレルプロフェッショナル科        

      教育課程編成委員会        

                 

      ファッションスタイリング科        

     教育課程編成委員会        
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2-2 （1/1） 

2-2 運営方針                                                   評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念に沿っ

た運営方針を定

めているか 

□運営方針を文書化するな

ど明確に定めているか 

□運営方針は理念等、目標、

事業計画を踏まえ定めてい

るか 

□運営方針を教職員等に周

知しているか 

□運営方針の組織内の浸透

度を確認しているか 

 ①「礼節」、②「明朗」、

③「努力」、④「誠実」、

⑤「トライ」という校訓

を生徒にも共有させる

ため、「Student Hand 

book」の巻頭でアナウス

メント。 

職員会議等で各教職

員に周知徹底されてい

る。 

学校の運営方針につ

いては、「武蔵野ファッ

ションカレッジ学則」に

規定されている。 

学園全体の教育目的、

輩出すべき人材像に沿

って、武蔵野ファッショ

ンカレッジの学則によ

り運営方針が決定され

るべきである。 

学園全体の方針と目的

適合性のある学校運営

方針は、職員会議等で伝

達され学校を構成する

教職員が共有すべきも

のである。 

フアッションカレッジ

の諸規定は、教育目標お

よび、輩出すべき人材像

と整合性を持っている

べきである。 

学園全体の教育理念

と校訓との論理的整合

性のチェックが必要。 

各教職員の段階で日

常業務と学校運営方針

の刷り合わせが必要。 

学校運営方針と各種

諸規定の定期的な刷り

合わせが必要。 

学校法人後藤学園

規程集 

StudentHand book 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学園の目標→学校の目標→学校の運営方針等はそれぞれ、後者が前者の達成

のための手段となるため、目的と手段の適合性をチェックして有用性を保障す

る必要がある。学園の理念や人材像に沿った教育をカリキュラムに反映させて

実施する必要がある。 

この人材像を達成するためにすべてのクラスに担任を配置し、生徒のニー

ズや将来の活躍分野に対応したコースを設定している。 

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2-3 （1/1） 

2-3 事業計画                                                   評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達

成するための事

業計画を定めて

いるか 

□中期計画（3～5 年程度）

を定めているか 

□単年度の事業計画を定め

ているか 

□事業計画に予算、事業目標

等を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業務

分担等を明確にしているか 

□事業計画の執行・進捗管理

状況及び見直しの時期、内容

を明確にしているか 

 各学校で策定し、本部

と各学校との懇談会⇒

常務会(内部理事会) ⇒

評議員会 ⇒理事会で承

認されるというデュー

プロセスで了承。 

各学校は、予算策定時

に提出した事業計画に

則って年間スケジュー

ルを遂行。 

次年度予算編成に当

たって、各校の事業計画

はその基礎的な積算根

拠となるものである。 

理事会で承認した事

業計画に沿って、予算執

行がなされるべきであ

る。 

当該年度の業務遂行

が計画に準拠して実行

されたかどうかは５月

の理事会において決算

報告に先立って行われ

る事業報告書によりチ

ェック。 

今後は、計画と実績の

比較⇒差異分析⇒原因

究明といったマネジメ

ントサイクルが必要。 

事業計画書 

事業報告書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画(plan)に基づいて予算編成がなされ、実際年間の教育が実行(do)さ

れ、事業報告書によりチェック(see)され、次年度への改善行為（corrective 

action）を提案するというマネジメントサイクルとなる。 

今後は、①計画と実績の比較 ⇒②差異分析⇒③原因の究明⇒④責任の所在

の明確化というマネジメントサイクルを実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2-4 （1/2） 

2-4 運営組織                                                   評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は

組織運営を適切

に行っているか 

□理事会、評議員会は寄附行

為に基づき適切に開催して

いるか 

□理事会等は必要な審議を
行い、適切に議事録を作成し
ているか 

□寄附行為は、必要に応じて

適正な手続きを経て改正し

ているか 

 適切に運用している。 特記事項なし。  特記事項なし。  

2-4-2 学校運営の

ための組織を整

備しているか 

□学校運営に必要な事務及

び教学組織を整備している

か 

□現状の組織を体系化した

組織規程、組織図等を整備し

ているか 

□各部署の役割分担、組織目
標等を規程等で明確にして
いるか 

□会議、委員会等の決定権

限、委員構成等を規程等で明

確にしているか 

□会議、委員会等の議事録

（記録）は、開催毎に作成し

ているか 

□組織運営のための規則・規

程等を整備しているか 

□規則・規程等は、必要に応
じて適正な手続きを経て改
正しているか 

 理事会のもとにフア

ッションカレッジの教

務部があり、その下に①

教務課、②スチューデン

トサポート課の各組織

がある。 

部課長制を引き、それ

ぞれの責任担当を明確

化させている。 

各種の規程は整備さ

れ適切に運営している。 

特記事項なし。 特記事項なし。 学校法人後藤学園

規程集 

組織図 

学則 

職員会議議事録 
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2-4 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2 続き □学校の組織運営に携わる

事務職員の意欲及び資質の

向上への取組みを行ってい

るか 

     

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校法人はその課せられた社会的使命を果たすために必要な管理運営組織

を置いている。「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督

する」（私立学校法第３６条第２項）と規定されているように、意思決定のプ

ロセスを明確にし、執行の結果についての説明責任（アカウンタビリティ）

を果たすことが必要である。 

学校がその業務を適正かつ効率的に遂行するためには内部統制システムを

構築し、正当な手続き（デュー・プロセス）にもとづき効率的な管理運営に

努めるとともに、学校運営に関する法規を遵守すること（コンプライアンス・

マネジメント）が必要。 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2-5 （1/1） 

2-5 人事・給与制度                                                評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与

に関する制度を

整備しているか 

□採用基準・採用手続きにつ

いて規程等で明確化し、適切

に運用しているか 

□適切な採用広報を行い、必
要な人材を確保しているか 

□給与支給等に関する基

準・規程を整備し、適切に運

用しているか 

□昇任・昇給の基準を規程等
で明確化し、適切に運用して
いるか 

□人事考課制度を規程等で

明確化し、適切に運用して

いるか 

  昇格は人事評価をもと

に、学校長から候補者の

推薦を受け法人事務局

で協議の上決定。 

「学校法人後藤学園

給与規程」および基本給

与表に基づいて運用。 

採用人事は、理事長、

法人本部、各校長の面接

により協議のうえ決定。 

毎期 決算を行い、人

件費の総体や各部門別

データが開示されてい

る。 

特記事項なし。 特記事項なし。 学校法人後藤学園

規程集 

決算書類 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

人事評価制度の運用により学校への貢献として何をするべきかを教員は考

え行動するようになってきている。 

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2-6 （1/1） 

2-6 意思決定システム                                               評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シ

ステムを整備し

ているか 

□教務・財務等の事務処理に

おいて、意思決定システムを

整備しているか 

□意思決定システムにおい

て、意思決定の権限等を明確

にしているか 

□意思決定システムは、規

則・規程等で明確にしている

か 

 ①学校と法人事務局

との会議で決定したこ

とは、②常務会(内部理事

会)で議題の資格審査を

し、③評議員会の諮問を

受け、④理事会で最終決

定される｡ 

各部署、部課長制を採

用し、校長のリーダーシ

ップが発揮しやすい体

制を整備。 

理事長のリーダーシッ

プが発揮できるために

は、組織としてのガバナ

ンス(アカウタンビリテ

ィとディスクロージャ

ー)が必要である｡ 

各学校の構成員の意見

は、本部と各学校との会

議等を通じて本部へ吸

収されるべきである。 

組織論的には、各階層

とも権限の委譲と責任

の体系および職務内容

の明確化が必要。 

学校の現場の意見が

反映されるような風通

しのよい組織が必要。 

学校の職員会議での

各教職員の権限と責任

の明確化が必要。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教職員が創意工夫を発揮し、自らの学校のことは自分たちで決定するとい

うような組織風土が必要。 

各教職員が創意工夫を発揮するためには、日常のコミュニケーションをは

かり、問題意識を共有することが重要。 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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2-7 （1/1） 

2-7 情報システム                                                 評定：4 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1 情報システ

ム化に取組み、業

務の効率化を図

っているか 

□学生に関する情報管理シ

ステム、業務処理に関する

システムを構築しているか 

□これらシステムを活用

し、タイムリーな情報提供、

意思決定が行われているか 

□学生指導において、適切
に（学生情報管理）システ
ムを活用しているか 
□データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか 
□システムのメンテナンス
及びセキュリティー管理を
適切に行っているか 

 学生情報等の管理は

法人事務局において一

元管理している。セキュ

リティー管理ソフトを導

入し、万全の状態になっ

ている。 

学生情報と募集に関

連した情報のシステム

が別々の形式になって

いる。今後の統一化を

検討。 

学生情報と募集に関

連した情報のシステム

の統一化を検討。 

学校法人後藤学園規程

集 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

情報インフラの構築、およびその保守は、学園全体の広報、教務、学生生

活、就職などの教育機能の基盤としての重要性を有している。 

法人事務局において一元管理してお理、セキュリティー管理ソフトを導入し

て万全の状態である。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準３ 教育活動 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

実 践 教 育  〜  Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル

（plan-do-check-act）の実践 

 14 年前より実践教育を掲げ『期間限定ショップ

【incubate】』『incubate collectionファッション

ショー』『卒業作品展』を複合的カリキュラムの成

果発表としてＰＤＣＡサイクルに法って行ってき

た。その効果により年々作品のレベルは向上し、カ

ジュアルファッションやリアルクローズの表現で

は一定の成果を上げるものとなっている。また、成

果発表自体の運営を学生が主となり運営すること

で「社会人基礎力」向上の機会としても生かしてい

る。 

 

【課題】 

社会が変わり価値観が変わり、今までどおり

の教育の考え方や手法が通用しなくなってきて

いる。社会状勢に合った人材育成となるよう、

本学の特徴･強みを見極め、教育手法の更なる進

化が必要である。 

ファッション業界と整合性をもったカリキュラム

としていくため、企業との連携を活用していく。 

 

表 3-1）専門教育と社会人基礎力を融合した教育

プロセス 
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（表 3-1）専門教育と社会人基礎力を融合した教育プロセス 

 

   

１年次 
    

２年次 
     

  
 

                
 

  

  
 

      

  

  
 

  
 

    
 

  

  
 

        
 

  
 

    
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

  
ファッション

の  
  

 
期間限定 

 
incubate  

 
学園祭   

 
  

  
 

  専門教育   
 

ショップ 
 

collection 
 

卒業記念   
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

collection   
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

入学 ⇒     ⇒   ⇒   ⇒   ⇒ 卒業 

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

学習成果 

  
 

  社会で働く   
 PDCA（計画・実行・検証・修正）を学ぶ 実践教育 

  
 

就職 

  
 

  為の力   
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  社会人基礎力   
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

    
 

  

  
 

                    
 

  

               

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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3-8 （1/1） 

3-8 目標の設定                                                  評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成方針、実施方

針を定めている

か 

□教育課程の編成方針、実施

方針を文書化するなど明確

に定めているか 

□職業教育に関する方針を

定めているか 

 各学科毎に、「ディプ

ロマポリシー」「カリキ

ュラムポリシー」を整備

し学生に提示 

各学科に応じて輩出

すべき人材像が異なる

ので、教育科目も異なる

し、必要とされる資格も

異なるべきである。 

時代や業態の変化に

応じた応用力の形成が

課題。 

学校案内書 

StudentHand book 

3-8-2 学科毎の修

業年限に応じた

教育到達レベル

を明確にしてい

るか 

□学科毎に目標とする教育

到達レベルを明示している

か 

□教育到達レベルは、理念等

に適合しているか 

□資格・免許の取得を目指す

学科において、取得の意義及

び取得指導・支援体制を明確

にしているか 

□資格・免許取得を教育到達

レベルとしている学科では、

取得指導・支援体制を整備し

ているか 

 １年次は基礎的な技

術を習得、２年次は応用

製作や全体的なファッ

ション業界の事情を習

得。 

AP 科は「デザイナー

やパタンナーなどハイ

レベルな技術系スペシ

ャリストを育成する」の

が目的。FS 科は「アパ

レル業界で通用するス

タイリストやファッシ

ョンアドバイザーを育

成する」のが目的であり

この人材像に基づき２

年間の課程が設定され

ている。 

１年次と２年次の「必

須科目」、「選択科目１」、

「選択科目２」の内容的

な区別と学年配当の明

確化。 

学校案内書 

StudentHand book 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育目標、育成人材像は、時代の変化、ライフスタイルの変化に伴う消費

者ニーズの個性化・多様化・高度化、イノベーションによる業態変化に対応

できるための基礎教育の充実が必要。 

各科の育成人材像の相違に応じた教育目標や教育内容をより明確にすべき

である。 

授業内で徹底しているのが、学園の基礎理念である「体で覚える」こと、

実習に多くの時間を割いているのは、①「感性」を磨き表現する力も、②作

業を「計画的」に進める力も、③スタッフとうまく「コミュニケーション」

を取る力も、すべて実践でしか身につかないためである。このことが現代の

業界のニーズに適合しているものと思われる。 

 



 

16-2 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 AP 科は、１年次で「デザイン表現の基礎となるベーシックな知識、技術を

学び、デザインの手法や縫製技術の基礎力を固め、２年次で自らのデザイン

による自由製作課題に取り組むことで表現力や創造力を磨くため、２年間の

コースを設定。また、FS 科は１年次で「ファッション提案の基礎となるファ

ッションビジネス、コーディネート、プレゼンテーションを習得し、２年次

で、高度なトータルファッションを学ぶために」２年のコースを設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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3-9 （1/3） 

3-9 教育方法・評価等                                               評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・

目標に沿った教

育課程を編成し

ているか 

□教育課程を編成する体制

は、規程等で明確にしてい

るか 

□議事録を作成するなど教

育課程の編成過程を明確に

しているか 

□授業科目の開設におい

て、専門科目、一般科目を

適切に配分しているか 

□授業科目の開設におい

て、必修科目、選択科目を

適切に配分しているか 

□修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、適切な教育内容を提供

しているか 

□授業科目の目標に照ら

し、講義・演習・実習等、

適切な授業形態を選択して

いるか 

□授業科目の目標に照ら

し、授業内容・授業方法を

工夫するなど学習指導は充

実しているか 

□職業実践教育の視点で、

授業科目内容に応じ、講

義・演習・実習等を適切に

配分しているか 

 「必修科目」｢選択科

目｣、「特別実習科目」の

３分野で編成。 

卒業後すぐに社会の

即戦力として活躍でき

るようにカリキュラム

を構築している。 

現代社会のパラダイ

ムの変化や社会的ニー

ズの変化により、産業界

のニーズに合わせたカ

リキュラム改革を実施。 

学校目的や時代の変

遷に沿って、随時、カリ

キュラム改革を行い、現

代的再構成をおこなっ

ている。 

 

カリキュラムはフレー

ムワークのため、目標達

成のためにいかに有用

性があるかという目的

適合性 (relerance)で編

成されるべきである。 

将来の活躍分野である

業界の人材像を育成す

るためのカリキュラム

の変更を行うべきであ

る。 

カリキュラムは①社会

の変化、②業界のニーズ

の変化、③生徒の質の変

化等に鑑み、定期的に見

直されるべきである。 

時代の変遷、産業界の

ニーズの変遷に対応す

るためには基礎教育（物

の見方、考え方）の充実

が重要。 

さらに各科の特徴を

打ち出せるような科目

設定をし、差別化を行う

べきである。 

法的規制、資格制限要

件の比較的少ない学科

なので差別化したカリ

キュラムで社会的にア

ピールすべきである。 

今後も随時カリキュ

ラム改革を実施してい

く必要がある。 

 

StudentHand book 

事業計画書 
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3-9 （2/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き □職業実践教育の視点で教

育内容・教育方法・教材等

工夫しているか 

□単位制の学科において、

履修科目の登録について適

切な指導を行っているか 

□授業科目について、授業

計画（シラバス・コマシラ

バス）を作成しているかを 

□教育課程は定期的に見直

し改定を行っているか 

 各科とも、①「必修科

目」（専門分野における

基本的・応用的な科目）、

②「選択科目」（各人の

目標や興味にあわせ専

門科目の学修と関連づ

けながら選択）、③「特

別実習科目」（ファッシ

ョンショー関連科目、検

定試験対策など学生生

活を充実させる科目群）

の３つのカテゴリーで

展開。 

Student Hand book

にて、①担当者、②単位

数、③授業方法（講義か

実技か）、④履修区分（必

修か選択か）、⑤学年配

当、⑥学科配当、⑦開講

時期、⑧評価方法、⑨授

業のポイントをアナウ

ンスメント。 

 

ファッションの分野は

何よりも時代の先見性

と感受性が必要なため、

その基本的なツールと

なる授業科目および各

学科の特徴となる専門

的教育を配置すべきで

ある。 

体系的かつ系統的に学

修できるように各授業

科目の教育方針や授業

の狙いと内容など講

義・演習・実習等の概要

をアナウスメントし、動

機づけをするべきであ

る。 

 

時代の変化、社会のニ

ーズの変遷、人々のライ

フスタイルの変遷、価値

観の推移等に合わせた

定期的な点検が必要｡ 

各授業のシラバスが

学校の教育目的達成の

目的適合性を有してい

るかの、チェックが必

要。 

他教科との論理的関

連性、時代の到達点を垣

間見せるよう毎年ブラ

ッシュアップが必要｡ 

StudentHand book 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-2 教育課程に

ついて、外部の意

見を反映してい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、在校生・卒業生

の意見聴取や評価を行って

いるか 

□教育課程の編成及び改定

において、関連する業界・

機関等の意見聴取や評価を

行っているか 

□職業実践教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

 学科ごとに教育課程

編成委員会を設置し、年

2 回以上の委員会開催を

行い「職業実践専門課

程」の規定通りに運営し

ている。 

 教育課程編成委員の

意見が、本校の教育内容

に理解不足のために主

観的になりがちである。                   

 教育課程編成委員の

本校の教育に対しての

理解を深めるために

日々の教育活動視察や

成果発表の場へ参加を

依頼。          

組織図 

教育課程編成委員

会議事録 

3-9-3 キャリア教

育を実施してい

るか 

□キャリア教育の実施にあ

たって、意義・指導方法等

に関する方針を定めている

か 

□キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か 

 

 「就職すること、業界

で継続して働いていく

こと」を学校方針として

掲げ、就職指導、就職後

の働き方を授業科目に

儲けて実施している。 

採用試験では授業内で

学ぶ専門性よりも、社会

人基礎力で判断される

ケースが多い。継続して

社会人基礎力向上の施

策が必要である。 

社会人基礎力の必要

性を生徒の理解を促す。

社会人基礎力の習得度

を表す評価を導入。 

 

StudentHand book 
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3-9 （3/3） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3 続き □キャリア教育の効果につ

いて卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 数社の求人先企業人事

から卒業生の様子を聞

く程度となっている。 

教育の成果である卒業

生の社会的評価の把握

が不足している。 

卒業生の就職先へ訪問

し現場での評価のヒヤ

リングを実施予定。 

 

3-9-4 授業評価を

実施しているか 

□授業評価を実施する体制

を整備しているか 

□学生に対するアンケート

等の実施など、授業評価を

行っているか 

□授業評価の実施におい

て、関連業界等との協力体

制はあるか 

□教員にフィードバックす

る等、授業評価結果を授業

改善に活用しているか 

 前期・後期終了時に非

常勤講師も含めて、全開

設授業について学生か

らの授業アンケートを

実施して、法人本部で一

括して集計・分析｡ 

同規定に基づき厳密

に運用。 

非常勤講師に対し授業

アンケートの結果を活

かしきれていない状況

である。 

講師会での議題や非

常勤講師との個別ミー

ティングの実施を図り、

結果の活用に努める。 

授業アンケート 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

カリキュラムの構成要素である各学科目を体系的かつ系統的に学修できる

よう各授業科目の教育方針や授業のねらいと内容を講義（座学）・実習・特別

講義などの概要をあらかじめ「授業計画」として提示することが生徒のモチ

ベーション付けに必要。 

キャリア教育とは、生徒一人ひとりが、カリキュラムの正課教育プログラ

ムの中で、「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身につけ

させるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度

を育てる教育」であるという立脚点のもと教育を実施。 

養成施設である以上、専修学校法および養成施設指導要項に基づいて厳密

に運用。 

教育目標、輩出すべき人材像を達成するためのフレームワークがカリキュ

ラムであるので、その下位概念である個々の教科科目は、それぞれの構成要

素として目的適合性を持って配置されるべきである｡①「必修科目」、②「選

択科目」、③「特別実習科目」の間の線引き（カテゴリー区分）を定期的に見

直す必要がある。 

キャリア教育に対しては、教員の意識改革や教育に携わる教員の資質の向

上、効果的な科目の開講とその担い手の確保、教育効果の測定ツールの開発

などが課題となるだろう。 

本年も「自己点検」「自己評価」の前提である授業アンケートを、専任･非常勤

全授業に対して実施した。アンケートを詳細に分析して学園全体の授業改善策

を検討するとともに、各教員に対しては個々の授業改善に活用していただきた

いと考え授業参観等を実施し、次年度以降FD委員会の立ち上げを検討してい

く。 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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3-10 （1/1） 

3-10 成績評価・単位認定等                                            評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1  成 績 評

価・修了認定基準

を明確化し、適切

に運用している

か 

□成績評価の基準について、

学則等に規定するなど明確

にし、かつ、学生等に明示し

ているか 

□成績評価の基準を適切に

運用するため、会議等を開く

など客観性・統一性の確保に

取組んでいるか 

□入学前の履修、他の教育機

関の履修の認定について、学

則等に規定し、適切に運用し

ているか 

 各教科担当により異

なるが、成績の評価は、

①試験、②提出物(レポー

ト)、③課題作品提出、④

出席状況、⑤受講態度等

に基づいて評価。 

成績評価は授業の到

達目標との関連で評価

されるべきではあるが、

評価とは全人格的なも

のであるので筆記試験

のみでなく、出来るだけ

多元的な評価をすべき

である｡ 

評価というのは全人

格的なものであるため、

できるだけ多元的評価

が望ましい。 

StudentHand book 

シラバス 

3-10-2  作品及び

技術等の発表に

おける成果を把

握しているか 

□在校生のコンテスト参加

における受賞状況、研究業績

等を把握しているか 

 様々なコンテストへ

のアプローチを推奨す

る「コンテストコーチン

グ」という科目を配置し

ている。また、卒業年次

では３回の学習成果の

発表の場を設けている。 

学外のコンテストでは

入賞以外は評価内容が

わからない問題がある。 

 学内での作品発表では

作品ごとに評価し結果

のフィードバックを行

っている。評価方法の工

夫、向上が必要。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価は授業の到達目標との関連で評価されるべきではあるが、評価と

は全人格的なものであるので筆記試験のみでなく、出来るだけ多元的な評価

をすべきである｡ 

卒業年次では３回の学習成果の発表の場を設け、評価し、フィードバック

を行っている。 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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                                                             3-11 （1/1） 

3-11 資格・免許取得の指導体制                                          評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とす

る資格・免許は、

教育課程上で、明

確に位置づけて

いるか 

□取得目標としている資

格・免許の内容・取得の意

義について明確にしている

か 

□資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか 

 学校案内書に学科ご

とに関連する資格と配

当年次を明示。 

 

専門士の資格以外にも

それに付随する関連資

格は出来るだけ取得さ

せるのが望ましい。 

費用対効果のチェッ

クが必要。 

学校案内書 

3-11-2 資格・免許

取得の指導体制

はあるか 

□資格・免許の取得につい

て、指導体制を整備してい

るか 

□不合格者及び卒後の指導

体制を整備しているか 

 業界で働く上で必須

であると位置付けた資

格に関しては、必須受験

とし、自身の能力向上へ

の取り組みは選択受験

とし、２つに区分けして

いる。 

資格によって合格率が

よくないものもある。受

験者のモチベーション

が落ちている。 

授業担当者に合格率の

目標を持たせた取り組

みを指導。モチベーショ

ンが落ちている学生へ

の資格取得の意義を指

導。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

企業においても周辺知識を持った人材を求めており、就職戦線の厳しい中、

企業ニーズに合わせた付加価値を付けた人材を育成する事が必要｡本校を卒

業した者は、「専門士」（服飾・家政専門過程）の称号が得られる他、各学科

とも①技術検定、②教員資格、③販売士、④ファッションビジネス能力検定、

⑤パターンメイキング技術検定、⑥スタイリングマップ検定、⑦ファッショ

ン販売能力検定等の免許状（証）および資格を取得するための課程が認定さ

れている。 

就職試験において、資格取得は努力の成果として判断する企業が多くなっ

ている為、学校では資格取得を推奨している。 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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3-11 （2/2） 

3-12 教員・教員組織                                               評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件

を備えた教員を

確保しているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める能力・資質等を

明確にしているか 

□授業科目を担当するため、

教員に求める必要な資格等

を明示し、確認しているか 

□教員の知識・技術・技能レ

ベルは、関連業界等のレベル

に適合しているか 

□教員採用等人材確保にお

いて、関連業界等との連携を

しているか 

□教員の採用計画・配置計画

を定めているか 

□専任・兼任（非常勤）、年

齢構成、男女比など教員構成

を明示しているか 

□教員の募集、採用手続、昇

格措置等について規程等で

明確に定めているか 

□教員一人当たりの授業時

数、学生数等を把握している

か 

 

 

 

 

 学校教育法の専修学

校設置基準に基づく教

員配置を行なっている。 

各教員はそれぞれの

分野に応じて、授業のた

めの研修を行なってい

る。 

非常勤を含む全開設

授業について、前期・後

期終了時に授業アンケ

ートを実施。 

 

教員は自分が専攻する

分野の知識や技術を体

系的に伝達するが建学

の理念の精神にもとづ

く教育理念の伝承者で

あることが必要。 

いずれの分野において

も教員は社会の到達点

を見せることにより、生

徒に動機づけをを行い

興味づけを行うべきで

ある。 

授業アンケート等にも

とづき教員の適正性を

判定すべきである。 

教員は絶えず時代の到

達点を把握し、それを平

常の授業に還元すべき

である｡ 

専任教員では担当で

きない科目については

外部講師を活用。 

教員の各階層で教員

研修を行う必要がある。 

法人本部総務部で一

括して集計分析を行い、

講師会等の資料として、

また担当者の授業の反

省材料としていただく。 

今後、引き続き、各階

層で研修を行う必要が

ある。 

アンケート集計資

料 

各種研修資料 
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3-12 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2  教員の資

質向上への取組

みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を把

握・評価しているか 

□教員の資質向上のための

研修計画を定め、適切に運用

しているか 

□関連業界等との連携によ

る教員の研修・研究に取組ん

でいるか 

□教員の研究活動・自己啓発

への支援など教員のキャリ

ア開発を支援しているか 

 教授力を判定するた

めの質問項目も含めた

授業アンケートを毎期

全授業終了時に実施し

ている。 

専門分野の技術・知識

向上、就職指導の向上、

教育手法の向上、３つの

カテゴリーで研修を実

施している。 

専門分野の技術・知識

向上のための研修を企

業からの協力を得て実

施していきたい。 

協力企業の開拓に努

める。 

アンケート集計結

果 

3-12-3  教員の組

織体制を整備し

ているか 

□分野毎に必要な教員体制

を整備しているか 

□教員組織における業務分

担・責任体制は、規程等で明

確に定めているか 

□学科毎に授業科目担当教

員間で連携・協力体制を構築

しているか 

□授業内容・教育方法の改善

に関する組織的な取組があ

るか 

□専任・兼任（非常勤）教員
間の連携・協力体制を構築し
ているか 

 組織体制は整備され

ている。年度ごとに教務

部の業務分掌を作りそ

れを元に業務を行って

いる。 

 授業内容・教育方法の

改善に関する組織的な取

組みとして、教育課程編

成委員会を組織してい

る。 

 

教育目標の設定、各授

業の到達目標を明確に

し、担当科目で何をする

べきか整理されてきて

いるが常勤、非常勤含め

全員の理解までは浸透

していない。 

適時ミーティングを

開催し、学校目標、各授

業の到達目標の理解を

促す。 

教務部内規定 

業務分掌表 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校は、卒業生を中心に教職員を採用しているため、「ファッション産業が

属している業界の到達点」、「職業専門家としての正当な注意義務（due 

professional care）」、「時代の背景やパラダイムの転換」についての教員とし

ての指導力を開発するための研修を非常勤講師も含めて行うべきである。 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準４ 学修成果 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

就職について 

 販売職に関しては、順調に内定獲得をしていった

が、一部の学生が苦戦していた。12月〜３月にかけ

て行われる追加募集に向け、学生が諦めないようサ

ポートを続け卒業までに１名を残すことにはなっ

たが大半が内定獲得に漕ぎ着けた。 

 スタイリストでの就職希望者は、離職につながる

安易な選び方をさせず、受け入れ先となるスタイリ

ストとのマッチングを図り、卒業間際になったが勤

務先を決定できた。 

 企画・生産職希望者は、全員が卒業前には就職を

決めている。例年、都内勤務を希望する学生が多い

が、地方で活動する製造業からの求人に目を向け、

立地ではなく業務内容で会社選びができたことが

要因である。 

【課題】 

 就職活動の遅れが出ないように学生には早期に

活動させる指導、内定獲得が難しい学生に対して本

人の適性に合わせた企業紹介に力を入れることが

必要である。 

  

 

 全体的に就職指導スケジュールを早め、２月末に

は受験企業を選定し、面接試験に望める到達レベル

を目指す。定期的な就職個別相談を行い、学生の活

動遅れを出さない指導に努める。  

 

（1）資格取得について 

検  定 合格率 

ファッションビジネス能力検定 3級 90.3% 

ファッションビジネス能力検定 2級 35.0% 

パターンメーキング能力検定 3級 100.0% 

販売士検定 2級 63.2% 

スタイリングマップ検定 ジュニア 89.5% 

スタイリングマップ検定 プレイヤー 60.0% 

フォーマルスペシャリスト検定 100.0% 

 

 

就職率について 

（表 4-1）就職率 

（表 4-2）キャリア支援プログラム 
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（表 4-1）就職率 

学科 

修
業
年
限 

平成 28年度 平成 29年度 

卒
業
者 

就職希望者 
進
学･

そ
の
他 

（
就
職
希
望
者
に
対
し
て
） 

就
職
率
① 

（
卒
業
者
に
対
し
て
） 

就
職
率
② 

卒
業
者 

就職希望者 
進
学･

そ
の
他 

（
就
職
希
望
者
に
対
し
て
） 

就
職
率
① 

（
卒
業
者
に
対
し
て
） 

就
職
率
② 

就
職
者 

未
決
定 

就
職
者 

未
決
定 

アパレル 

プロフェッショナル科 
２年 10 7 0 3 100.0% 70.0% 9 6 0 3 100.0% 66.6% 

ファッション 

  スタイリング科 
２年 40 35 1 4 97.2% 87.5% 24 22 1 1 95.6% 91.6% 

ファッション 

  マスター科 
１年 3 3 0 0 100.0% 100.0% 3 3 0 0 100.0% 100.0% 

計 53 45 1 7 97.8% 84.9% 36 31 1 4 96.8% 86.1% 

＊ 就 職 希 望 者＝就職者＋未決定 

＊ 就 職 率 ①(%)＝就職者÷就職希望者 

＊ 就 職 率 ②(%)＝就職者÷卒業者 
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（表 4-2）キャリア支援プログラム 

キ ャ リ ア 支 援 プ ロ グ ラ ム  

１年次４月 コミュニケーションの必要性理解 自ら挨拶することの重要性の認識 

５月 職業理解 卒業生による講演（販売職） 

６月 職業理解 卒業生による講演（スタイリスト職） 

９月 職業理解 卒業生による講演（デザイナー職） 

１０月 就職試験対策講座開講（リクルートガイダンス１） ビジネスマナー開講 

１２月 卒業生による講演 卒業生による就職活動経験談や従事している業務の紹介 

２月 内定報告会 ２年生内定者による内定獲得事例の紹介 

３月 学内企業説明会 

２年次４月 

就職試験対策講座開講（リクルートガイダンス２） 

一般教養テスト、面接試験対策の実施 

キャリアカウンセラーによる個別の面接指導開始 

内定獲得まで個別相談は随時実施 

９月 進路未決定者面談 受入企業の紹介 

２月 内定報告会 後輩へ就職活動経験談の紹介 

 

 

 

 

 

 

 最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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4-13 （1/1） 

4-13 就職率                                                   評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の

向上が図られて

いるか 

□就職率に関する目標設定

はあるか 

□学生の就職活動を把握し

ているか 

□専門分野と関連する業界

等への就職状況を把握して

いるか 

□関連する企業等と共催で

「就職セミナー」を行うな

ど、就職に関し関連業界等

と連携しているか 

□就職率等のデータについ

て適切に管理しているか 

 ①就職面接②就職ガ

イダンス③卒業生によ

る講演④就職支援講座

⑤求職票の登録⑥進路

希望調査⑦採用試験対

策講座⑧個人面接など

を実施｡経年度の卒業

生の就職先等を就職係

がファイルし、生徒が

随時閲覧可能な状況に

整備。 

 

専修学校は、出口の

実績により内容が評価

されるので学園ぐるみ

で力を入れるべき課題

である｡ 

卒業生の進路情報は

学校として把握してお

くべきであり、また経

年度、職種別、会社別

等にファイル保存し、

在校生の利用に供する

環境づくりが必要。 

生徒にいかに職業観

を持たせ、モチベーシ

ョンを維持させていく

かが課題｡ 

経年度の資料を一括

して閲覧可能とするよ

うな資料室の確保が今

後の問題。 

求人票ファイル 

採用試験受検報告書フ

ァイル 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

専修学校は、出口の実績により内容が評価されるので学園ぐるみで力を入

れるべき課題である｡ 

一年次の早い時期から就職ガイダンスを行い、担任、就職担当教員、ファ

ッション業界に特化したキャリアカウンセラーを外部から採用し、生徒一人

ひとりと向き合いながら、マンツーマンによる就職指導を徹底している。 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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4-14 （1/1） 

4-14 資格・免許の取得率                                             評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免許

の取得率の向上

が図られている

か 

□資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか 

□特別講座、セミナーの開

講等授業を補完する学習支

援の取組はあるか 

□合格実績、合格率、全国

水準との比較など行ってい

るか 

□指導方法と合格実績との

関連性を確認し、指導方法

の改善を行っているか 

 正規のカリキュラム

の設置科目を履修すれ

ば資格試験にアプロー

チするための基礎学力

が習得できているとい

うカリキュラム構成が

望ましい。 

常時、学校として資格

取得のデータは把握し

ており、さらに生徒の

将来の活躍分野にて、

有用な資格を取得した

学生の情報を、学校案

内書で随時、取り上げ

て公告。 

多様な資格を取得す

ることにより、活躍の

機会も拡大するため、

専門士の資格に加え、

関連する資格は出来る

だけ取得させるべきで

ある。 

生徒の資格取得情報

を担任がまず把握し、

教務の責任者が集約

し、学校として把握し

ておくべきである。 

関連資格の必要性を

いかに生徒に教育する

かが今後の課題。 

 

学校案内書 

Student Hand book 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

多様な資格を取得することにより、活躍の機会も拡大するため、専門士の

資格に加え、関連する資格は出来るだけ取得させるべきである。 

本校所定の教育課程（カリキュラム）の単位数を履習し、卒業した者は、「専

門士」（服飾・家政専門課程の称号）が得られる。その他にも、①ファッショ

ンビジネス能力検定 3 級（両科 1 年次）、②パターンメイキング技術検定 3 級

（AP 科 2 年次）、③ファッションビジネス検定 2 級（FS 科 2 年次）、④販売

士検定２級（FS 科 1 年次）などの必須受験資格があり、さらに、①教員認定、

FS 科においては、①ファッション販売能力検定、②販売士検定 2 級、③フォ

ーマル検定、④教員認定などの選択受験資格として生徒への受験を指導して

いる。 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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4-15 （1/1） 

4-15 卒業生の社会的評価                                             評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1 卒業生の社

会的評価を把握し

ているか 

□卒業生の就職先の企

業・施設・機関等を訪問す

るなどして卒後の実態を

調査等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参

加における受賞状況、研究

業績等を把握しているか 

 それぞれの特定分野

で活躍している卒業生

の活躍状況を学校案内

書にて公示している。 

卒業生の社会的評価

までは一部の卒業生に

留まっている。 

 

卒業生の社会的評価

の把握が一部の卒業生

にとどまっているので

企業訪問等で実態の把

握が必要である。 

学校で習得した知

識・技術を活用できる

特定の分野で著名とな

った人物を特定して在

校生の努力目標とさせ

るべきである。 

 

 卒業後学校との繋が

りが弱くなる傾向があ

る為、在学時から卒業

後の繋がり、連携を促

す指導が必要。SNS 等

の利用も検討したい。 

学校案内書 

HP 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業生の活躍状況を学校案内書にて公示している。 

卒業生の社会的評価までは一部の卒業生に留まっている。 

卒業後学校との繋がりが弱くなる傾向がある為、在学時から卒業後の繋が

り、連携を促す指導が必要。SNS 等の利用も検討したい。 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準５ 学生支援 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】退学について 

 平成２９年度に退学の多かったファッションス

タイリング科１年生では施策を講じた成果として

退学が抑えられた。 

一方のアパレルプロフェッショナル科１年の退学

が多かったが、精神的疾病を理由にしたものが５

名、経済的問題の学生も３名となっており、教員で

は手に負えないケースが多くなっている。 

資格取得についてファッション業界での就職を考

えると資格が直接的に内定獲得に有利となること

はないが、企業によっては努力の実績として資格取

得を評価することもあり本校では取得を推奨して

いる。 

【課題】少人数制に魅力を感じ入学する学生が多

く、少人数のクラス運営をしているが、友人関係で

問題が起きた際、クラスという枠組みでは孤立しや

すくなるデメリットが見えてきた。 

精神的疾病や経済的問題といった教員が対応出来

る範疇を超えたケースも多くなっている。 

 

学生の異変をいち早く察知し問題を大きくしない

予防策が効果的であり継続して行っていく。 

メンタルヘルス診断を活用した面談の実施と丁寧

な対応に努める。問題発生時には担任だけの負担に

せず組織的な対応に務める。教員が対応出来る範疇

を超えたケースにはスクールカウンセラー等の専

門家の協力を請う。 

 

（1）退学率について 

表は 5-1 へ 

（2）奨学金について 

表は 5-2 へ 
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（表 5-1）退学率 

科 
平成 29 年度 平成 30 年度 

期 退学者 学生数 退学率 期 退学者 学生数 退学率 

アパレル 
プロフェッショナル科 

２年生 0 11 0.0% ２年生 1 10 10.0% 

１年生 3 12 25.0% １年生 10 27 37.0% 

ファッション 
スタイリング科 

２年生 1 41 2.4% ２年生 0 24 0% 

１年生 21 44 47.7% １年生 3 36 8.3% 

ファッション 
マスター科 

１年生 0 3 0.0% １年生 0 3 0% 

計   25 111 22.5%   14 100 14.0% 

＊ 退学率は、当該年度（４月１日～３月 31日）の合計退学者数を当該年度５月１日の在籍者数で割ったものとします。 

 

（表 5-2）奨学金について 

  給付型 

貸与型 利用者計 

在籍者数 利用者率 第一種 
[無利子] 

第二種 
[有利子] 

入学時 
特別増額 

延べ人数 実人数 

２年生 0 5 16 － 21 20 34 58.8% 

１年生 1 6 19 2 26 23 66 34.8% 

合計 1 11 35 2 47 43 100 43.0% 

＊ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金利用者のみを記載 

＊ 在籍数は平成 30年５月１日現在 

＊ 利用者率は在籍者に対する奨学金利用者（実人数）の割合とする 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-16 （1/1） 

5-16 就職等進路                                                 評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進

路に関する支援

組織体制を整備

しているか 

□就職など進路支援のため

の組織体制を整備している

か 

□担任教員と就職部門の連

携など学内における連携体

制を整備しているか 

□学生の就職活動の状況を

学内で共有しているか 

□関連する業界等と就職に

関する連携体制を構築して

いるか 

□就職説明会等を開催して

いるか 

□履歴書の書き方、面接の

受け方など具体的な就職指

導に関するセミナー・講座

を開講しているか 

□就職に関する個別の相談

に適切に応じているか 

 1 年次後学期より正

課としての選択科目 1

のリクルートガイダン

ス 1で就職指導を始め、

2 年次前期にも選択科

目 1 のリクルートガイ

ダンス 2 で就職指導を

実施。 

受験に向け就職支援

担当職員・クラス担任

を含め、面接や実技試

験へ向けてアパレル業

界に特化した就職しど

うのできる外部講師を

起用し、個別指導を実

施。 

1 年次から就職を意

識したプログラムで社

会人としてのマナーや

面接時のノウハウを早

い時期から習得させて

いる。 

売り手市場ではあっ

たが、十分な採用試験

対策をして臨まないと

内定獲得はできない状

況である。そのため、   

内定獲得が難しい学

生に対しては、学校側

から本人の適性に合わ

せた企業紹介に力を入

れる必要があると考え

ている。 

自己分析や就職先選

びまで担任が責任をも

って個別指導するとい

う体制を強化してい

く。 

内定獲得が難しい学

生への企業紹介に力を

入れる。 

Student Hand book 

学校案内書 

就職面談ファイル 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

内定率アップのため、1 年生の早い時期から卒業生や企業の人事担当者を招

き、現場の声を聞くことのできる学内企業説明会を開催し、生徒のモチベー

ションアップと、より一層の個別対応で就職指導に力を入れている。かかる

就職活動のサポートや助言をリクルートガイダンス担当教員やクラス担任が

面接や実技試験へ向けて個別指導を実施。 

生徒自身が自ら就職観をもち、早い段階から就職活動をし、希望職種のみ

でなく幅広い選択ができるような心構えが必要。 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-17 （1/1） 

5-17 中途退学への対応                                              評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか 

□指導経過記録を適切に保

存しているか 

□中途退学の低減に向けた

学内における連携体制はあ

るか 

□退学に結びつきやすい、

心理面、学習面での特別指

導体制はあるか 

 学生が抱える問題の

早期発見が重要であり

担任と学生のコミュニ

ケーション強化に取り

組んでいる。全教員対

象、管理職対象など教

員レベルに合わせたカ

ウンセリング能力向上

の研修を実施してい

る。 

精神的疾病のために

登校できず退学になる

ケースが目に付く。家

庭の経済状況の悪化に

より生活費が優先され

学費の支払いが滞るケ

ースも増えてきてい

る。 

 

継続して退学率を下

げる努力が必要であ

り、問題の早期発見、

解決に向けた行動のた

めにまずは担任による

学生状況の把握に努

め、問題が発生した場

合は、教務部として組

織的に対応し、スクー

ルカウンセラー等の専

門家の協力得て対応す

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

多様な事情をもった生徒を受け入れざるを得ない現状に鑑み、担任および

スクールカウンセラーで逸早く把握し、対応することが必要。 

本校では、多様な事情をもった生徒に対して、スクールカウンセラーを配

置し、教務部内ではメンタルヘルスケア推進委員を置き、メンタルヘルスに

不調をきたした生徒に対して相談対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-18 （1/2） 

5-18 学生相談                                                  評定：4 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談

に関する体制を

整備しているか 

□専任カウンセラーの配置

等相談に関する組織体制を

整備しているか 

□相談室の設置など相談に

関する環境整備を行ってい

るか 

□学生に対して、相談室の

利用に関する案内を行って

いるか 

□相談記録を適切に保存し

ているか 

□関連医療機関等との連携

はあるか 

□卒業生からの相談につい

て、適切に対応しているか 

 生徒は、担任に相談を

して担任は状況に応じ

てスクールカウンセラ

ーに相談する。また、

生徒が直接スクールカ

ウンセラーに相談がで

きる様、直接連絡がで

きる仕組みも作ってい

る。 

カウンセリングを受

けて改善されるには難

しいケースが多い。問

題が大きくなる前に予

防策を講じる方針とす

るべき。 

 

予防策を講じる為、

プロであるスクールカ

ウンセラーと協議し具

体的施策や研修を計画

し行う。 

学校法人後藤学園規程

集 

Student Hand book 

5-18-2 留学生に

対する相談体制

を整備している

か 

□留学生の相談等に対応す

る担当の教職員を配置して

いるか 

□留学生に対して在籍管理

等生活指導を適切に行って

いるか 

□留学生に対し、就職・進

学等卒業後の進路に関する

指導・支援を適切に行って

いるか 

□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか 

 

 近年の留学生数は１

名程度と多くはないた

め特別な相談体制は取

らず、クラス担任が行

う。相談内容によって

学園事務局の協力を要

請している。 

少子高齢化、国際化

に伴い留学生を受け入

れざるを得ない現状に

鑑み、留学生に対する

組織的対応が必要｡ 

今後、留学生が多数

になった場合には言語

や日本文化理解などの

問題、学費や生活費支

援の問題、就職問題な

ど総合的にサポートす

るため留学生センター

等の対応窓口が必要｡ 

学校法人後藤学園規程

集 

Student Hand book 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

多様な生徒を学園に入れているという現状に鑑み、①精神的な病気、②経

済的困窮などに加えて、③必ずしも目的意識の明確で無い生徒に対しては早

期に対応することにより退学者を未然に防止する必要がある｡ 

多様な生徒の中には、学習意欲の減退を招くことが住々にして見られる。

このため、かかる生徒にも「やればできる」といったような成功体験を積ま

せるような新しい教育システムや教育手法の開発が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-19 （1/2） 

5-19 学生生活                                                  評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経

済的側面に対す

る支援体制を整

備しているか 

□学校独自の奨学金制度を
整備しているか 
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか 
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか 
□公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか 

 日本学生支援機構奨

学金制度、東京都育英

会奨学金制度、の利用

が可能。学資ローンの

紹介も実施。 

経済的にやむを得な

い理由がある場合は必

要と認めた場合に限り

届出によって学費の延

納・分納を実施してい

る｡ 

問題がある場合の早

期発見による具体的な

支払い方法の提示が必

要である。 

 

問題がある場合の早

期発見と具体的な支払

い方法の提示を継続。 

 

Student Hand book 

学校案内書 

学生募集要項 

5-19-2 学生の健

康管理を行う体

制を整備してい

るか 

□学校保健計画を定めてい
るか 
□学校医を選任しているか 
□保健室を整備し専門職員
を配置しているか 
□定期健康診断を実施して
記録を保存しているか 
□有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか 
 

 毎年、４月の新学期

開始時に健康診断を実

施。 

体調不良の際には医

務室で休む事が可能(一

般的な救急薬のみ常

備)｡それでも回復しな

い場合は校医に相談｡ 

生徒の健康管理は学

校、特に担任の重要な

任務の一つと思われ

る｡ 

より一層、担任は、

一人一人の生徒の健康

管理に配慮すべきであ

る。 

 

Student Hand book 
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5-19 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 続き □健康に関する啓発及び教
育を行っているか 
□心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か 
□近隣の医療機関との連携
はあるか 

     

5-19-3 学生寮の

設置など生活環

境支援体制を整

備しているか 

□遠隔地から就学する学

生のための寮を整備して

いるか 

□学生寮の管理体制、委

託業務、生活指導体制等

は明確になっているか 

□学生寮の数、利用人員、

充足状況は、明確になっ

ているか 

 学校法人直営の寮(板

橋寮)を所有し常勤の寮

監を配置、また寮担当

の専任教員を配置し、

きめ細かい生活指導を

実施｡ 

地方からの入学者や

働きながら学びたいと

いう生徒の学生生活を

サポートする必要があ

る｡ 

多様な生徒を受け入

れている現状に鑑み、

保護者に代わる寮生に

対するよりきめ細かい

ソフト面の対応が今後

の課題｡特に、コミュニ

ケーションが不得手で

集団生活に馴染めない

学生をいかに適応させ

るかが問題。 

学校案内書 

Student Hand book 

5-19-4 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

るか 

□クラブ活動等の団体の

活動状況を把握している

か 

□大会への引率、補助金

の交付等具体的な支援を

行っているか 

□大会成績など実績を把

握しているか 

 組織だったクラブ活

動的なものは現在のと

ころ存在しない。 

正課の授業のみでな

く、クラブ活動等課外

活動は、学校としてで

きるだけ多数の生徒に

関与させるのが望まし

い。 

今後、生徒間で自主

的な組織化の動向があ

れば学校として全面的

にサポート。 

 

 



 

34-2 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

従来の教育の機会均等の権利保障のための奨学金に加えて、優秀な学生確

保のための学生募集戦略としての奨学金も充実することが必要。 

生徒の健康管理は学校、特に担任の重要な任務の一つと思われる｡ 

生徒の住居に対する意識も変化する中で多様な生徒を受け入れているとい

う現状に鑑み、保護者に代わる寮生に対するよりきめ細かいソフト面の対応

が今後の課題。 

本校で取り扱っている奨学金制度として、①日本学生支援機構、②東京都

育英会奨学金、③銀行教育ローンがあり、その他、学資ローンもある。いず

れも本学園の設置する学校の在校生に対し、学費の調達に苦労することなく

勉学に打ち込めるよう、生徒の就学及び育成に寄与する事を目的としたもの｡ 

医務室の整備が今後の課題。 

寮生に対する目が行き届くように、学校法人直営の板橋寮に専従の寮監夫

婦、専従の調理スタッフを配置、さらに各学校及び事務局に寮担当の職員を

配置｡ 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-20 （1/1） 

5-20 保護者との連携                                               評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者と

の連携体制を構

築しているか 

□保護者会の開催等、学校

の教育活動に関する情報提

供を適切に行っているか 

□個人面談等の機会を保護

者に提供し、面談記録を適

切に保存しているか 

□学力不足、心理面等の問

題解決にあたって、保護者

と適切に連携しているか 

□緊急時の連絡体制を確保

しているか 

 随時、担任が保護者

と必要に応じてコンタ

クトしている｡ 

多様な生徒を受け入

れているという現状に

鑑み、学校だけでは目

の届き難いところを保

護者と連携して生徒を

指導すべきである｡ 

日常より密接な保護

者との連携が必要。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

必ずしも目的意識のはっきりしない多様な環境や事情を抱えている生徒を

受け入れざるを得ない現状に鑑み、今後は、学校(担任)、生徒間のみならず、

保護者との組織的な連携も必要である。 

出席状況および成績に問題のある生徒に対しては担任が頻繁に保護者に電

話連絡。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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5-21 （1/2） 

5-21 卒業生・社会人                                               評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1 卒業生へ

の支援体制を整

備しているか 

□同窓会を組織し、活動状

況を把握しているか 

□再就職、キャリアアップ

等について卒後の相談に適

切に対応しているか 

□卒業後のキャリアアップ

のための講座等を開講して

いるか 

□卒業後の研究活動に対す

る支援を行っているか 

 毎年、学園祭の招待

等で卒業生と交流。 

ファッション業界で

活躍中の多くの卒業生

を講師として招き、直

接対峙しながらアドバ

イスを受けることが出

来るセミナーを開催。 

卒業生の活躍状況は

学校として絶えず把握

しておくべきである。 

卒業生が働きながら

ステップアップするの

を学校としてサポート

すべきである。 

卒業生の築いた実績

を募集等に活用すべき

である。 

ネットワークを活か

した「武蔵野リンク」

を活性化すべきであ

る。 

入学案内書 

5-21-2 産学連携

による卒業後の

再教育プログラ

ムの開発・実施に

取組んでいるか 

  

□関連業界・職能団体等と

再教育プログラムについて

共同開発等を行っているか 

□学会・研究会活動におい

て、関連業界等と連携・協

力を行っているか 

 公益社団法人東京都

専修学校各種学校協会

が主催する研修会等々

での研究機会を提供。 

いずれもそれぞれの分

野における時代の到達

点を卒業生に把握させ

ることが必要。 

 問題意識をもった卒

業生が自主的に向上し

ようとする意欲を学校

としては動機づけ、サ

ポートすべきである。 

 

5-21-3 社会人の

ニーズを踏まえ

た教育環境を整

備しているか 

□社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する
取扱いを学則等に定め、適
切に認定しているか 
□社会人学生に配慮し、長
期履修制度等を導入してい
るか 
□図書室、実習室等の利用
において、社会人学生に対
し配慮しているか 
□社会人学生等に対し、就
職等進路相談において個別
相談を実施しているか 
 

 

  生涯学習の重要性が

認識されつつある昨今

において、社会人を積

極的に受け入れてい

る。 

少子高齢化社会の進

展、生涯学習の重要性

等に鑑み今後、社会人

学生に対する組織的な

対応をすべきである。

また、図書館等学校施

設の開放も積極的に行

なうべきである。 

多数の社会人学生が

在籍する様になった場

合には、社会人対応窓

口を設置することが必

要。 
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5-21 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒業生の活躍状況は学校として絶えず把握しておくべきであるし、卒業生

が働きながらステップアップするのを学校としてもサポートすべきである。 

ネットワークを活かした「武蔵野リンク」（ファッション業界で多様に活躍

する多くの卒業生との交流）を活性化すべきである。 

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準６ 教育環境 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

 平成３０年度に大きな予算をかけて行った

事業はない。 

近年の取り組みとして、全学生が利用する設備

であるミシンは３年計画で新規機種にリニュ

ーアルをかけ平成 29年度完了した。 

 

校舎の老朽化が課題となっているが、学園の修

繕計画と耐震工事計画が進んでおり課題解決

に動き出している。 

 

【課題】 

机、椅子といった備品類も老朽化している。 

 

必要備品に関しては予算組し、優先順位を考え

リニューアルし教育環境の整備に努める。 

 

近年、営造･修繕･購入等を行った施設･設備 

 

時 期 場所・内容・目的 費用（円） 

平成 29

年４月 

内容：大型黒板取付け 

場所：３号館 401教室 

目的：パターンメイキン

グ、デザイン画の授業用 

205,200円 

平成 29

年 4 月 

場所： 302教室 

内 容 ： ミ シ ン 30 台     

ロックミシン 10台 目

的：現在使用機種の老朽

化のために入れ替え。  

3,342,600円 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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6-22 （1/2） 

6-22 施設・設備等                                                評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1  教育上の

必要性に十分対

応した施設・設

備・教育用具等を

整備しているか 

□施設・設備・機器類等は設

置基準、関係法令に適合し、

かつ、充実しているか 

□図書室、実習室など、学生

の学習支援のための施設を

整備しているか 

□図書室の図書は専門分野

に応じ充実しているか 

□学生の休憩・食事のための

スペースを確保しているか 

□施設・設備のバリアフリー

化に取組んでいるか 

□手洗い設備など学校施設

内の衛生管理を徹底してい

るか 

□卒業生に施設・設備を提供

しているか 

□施設・設備等の日常点検、

定期点検、補修等について適

切に対応しているか 

□施設・設備等の改築・改

修・更新計画を定め、適切に

執行しているか 

 工場用ミシンをはじめ

とした専門的な製作設

備のほか、実務に欠かせ

ない CAD や CG ソフト

などのデジタルスキル

を身につける設備を整

備。 

必要に応じて教育に支

障が生じないようにメ

ンテナンス。 

 設備を効率よく教育に

供するために定期的メ

ンテナンスが必要。 

老朽化による教育効果

の低下を防ぐために技

術革新に対応すべきで

ある。ハード、ソフト共

に高額な費用がかかる。 

養成施設法のみでな

くさらに教育充実のた

めの施設を整備する必

要性がある。 

定期的な修繕計画が

必要。 

教育効果に悪影響が

でないよう改善計画と

財源の確保が必要。 
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6-22 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校が必要とする施設・設備を整備するだけでなく、その安全性を保障し、

教職員と生徒が安心して使用できるような環境整備が必要。 

技術の習得に集中し、確実にスキルアップするための環境作りに力を入れ

ている。ライフラインを含め、施設設備において耐用年数を超えた老朽化し

ている部分があるので優先順位をつけて修繕を進めてゆき、在校生が安心・

安全で学園生活が送れるように配慮すべきである。 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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6-23 （1/2） 

6-23 学外実習、インターンシップ等                                         評定３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 学外実習、

インターンシッ

プ、海外研修等の

実施体制を整備

しているか 

□学外実習等について、意

義や教育課程上の位置づけ

を明確にしているか 

□学外実習等について、実

施要綱・マニュアルを整備

し、適切に運用しているか 

□関連業界等との連携によ

る企業研修等を実施してい

るか 

□学外実習について、成績

評価基準を明確にしている

か 

□学外実習等について実習

機関の指導者との連絡・協

議の機会を確保しているか 

□学外実習等の教育効果に

ついて確認しているか 

□学校行事の運営等に学生

を積極的に参画させている

か 

□卒業生・保護者・関連業

界等、また、学生の就職先

に行事の案内をしているか 

 ①異文化に触れる海

外研修(希望者のみ)、②

実社会に触れ社会人と

しての意識や自覚を高

めるためのインターン

シップを実施。 

特にインターンシッ

プについては、①校内

での事前確認および、

②校外での現場実習、

③報告会を実施して選

択科目の単位認定。 

①異文化に触れる海

外研修、②現場での仕

事を体験し、即戦力と

なる知識や技術、感性

を実践的に吸収するた

めのインターンシップ

制度は生徒のためにプ

ログラム化すべきであ

る。 

各学科の教育目標、

人材像に応じて、各研

修を指導すべきであ

る。 

より多くの生徒が参

加できるような動機づ

けが必要。 

正課のカリキュラム

の選択科目としての位

置づけられているイン

ターンシップについて

の評価の構成要素の割

合の検討（特に左の①、

②、③のウェイトの問

題）。 
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6-23 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現在学習していることが実際社会でどの様に活用展開しているのかを知ることに

より、今後の勉学への刺激や意識の向上を図るとともに、職業適性、将来計画を考

える機会とし、社会人としての自覚や職業観育成を目的とするため、両科の「選択

科目」において、２年次配当で正規のカリキュラムで「インターンシップ」を開講。 

①異文化に触れる海外研修(希望者参加)、②実社会に触れ社会人としての意

識や自覚を高めるためのインターンシップを実施。 

特にインターンシップについては、①校内での事前確認および、②校外で

の現場実習、③報告会を実施して選択科目の単位認定。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 



 

43 

 

6-24 （1/2） 

6-24 防災・安全管理                                               評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対

する組織体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□学校防災に関する計画、

消防計画や災害発生時にお

ける具体的行動のマニュア

ルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震

化に対応しているか 

□防災・消防施設・設備の

整備及び保守点検は法令に

基づき行い、改善が必要な

場合は適切に対応している

か 

□防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか 

□備品の固定等転倒防止な

ど安全管理を徹底している

か 

□学生、教職員に防災教

育・研修を行っているか 

 法人事務局総務部総

務課の事務分掌とし

て、「火災予防及び災害

防止に関すること」（第

３条２７項）と規定。 

実習時に使用する設

備・機器等の取り扱い

およびその危険性につ

いては、授業時に担当

者が注意。 

授業開講時に担当者

が毎時メンテナンスお

よび点検を実施。未然

に防ぐ努力を行なって

いる。 

入学時に「学生生徒

災害傷害保険(専修・各

種学校災害保険)」に加

入させている。非常時

の際の防災セットを学

生ごとに用意してい

る。 

有事の際の動線、避

難経路等の理解として

避難訓練をオリエンテ

ーション期間に実施。 

教職員や生徒に対し

て、安心安全な環境・

施設を整備するのは法

人事務局の責務であ

る。 

授業の際に使用する

設備のリスクについて

は生徒にアナウンスメ

ントすべきである。 

実習担当教員に担任

も加わり、生徒達を注

視し生徒の事故を未然

に防止すべきである｡ 

起こりうる様々なリ

スクに対応できるよう

な多様な処置が必要。 

 

マニュアルの策定

や、災害に備えた日常

の訓練が課題。 

事故防止マニュアル

の策定が今後の課題。 

同保険が基本だが、

さらに追加的な対応策

が必要。 

全校を対象とした定

期的な防災訓練の実施

が今後の課題。 

学校法人後藤学園規程

集 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2 学内にお

ける安全管理体

制を整備し、適切

に運用している

か  

 

□学校安全計画を策定して

いるか 

□学生の生命と学校財産を

加害者から守るための防犯

体制を整備し、適切に運用

しているか 

□授業中に発生した事故等

に関する対応マニュアルを

作成し、適切に運用してい

るか 

□薬品等の危険物の管理に

おいて、定期的にチェック

を行うなど適切に対応して

いるか 

□担当教員の明確化など学

外実習等の安全管理体制を

整備しているか 

  各学校において、防

災等の被災対応のマニ

ュアルを作成し防災訓

練を実施している。 

 各学校における教育

内容の特殊性に応じた

病気・負傷等の対策を

とっている。 

そもそも既存の施設

等の老朽化問題があ

り、現代における安全

性確保のためには、校

舎の建て直しも視野に

入れた長期的・根本的

な対応が必要と思われ

る。 

学園として、防災体

制全般も含めた中・長

期的な計画を策定する

方向で検討し始めてい

る。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

授業の際に使用する設備のリスクについては生徒にアナウンスメントすべ

きであるし、実習担当教員に担任も加わり、生徒達を注視し生徒の事故を未

然に防止すべきである｡また、起こりうる様々なリスクに対応できるような多

様な処置が必要。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準７ 学生の募集と受入れ 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

前年度に比べ微増となったが大変厳しい状況であ

る。本校の強みは、競合校と比べ教育システムが整

備されている点である。「職業実践専門課程認定校」

であり、「シラバスの導入」、ディプロマポリシー・

カリキュラムポリシー・アドミッションポリシーの

「３つのポリシー」が整備され、それに基づいた教

育活動を学生に親身に対応するアットホームな校

風で行なっている点である。体験入学での学校説明

の中では「職業実践専門課程認定校」の紹介と認定

要件である企業との連携授業とシラバス導入につ

いて説明を追加した。それによって参加者との面談

では、教育の仕組みが整っている学校であると感想

も出てきており、強みの認知が広がりつつあると感

触をつかんでいる。 

【課題】教育システムが整備されている学校として

同規模の競合校と差別化が計れてきている。教育機

関としては強みであると考えるが、現状では選ぶ側

に魅力となっているかは難しい面がある。 

また、本校の存在自体を知らないという学校の知名

度の低さは大きな課題である。 

  

広報部との連携を強化し、SNS 等の利用した募集活

動の充実をはかる。 

 

 

 

体験入学参加者の感想から単なる服作りの技

術指導ではなく、社会で働く事を念頭に置いた

学校運営で競合校との比較で真摯に教育を行っ

ている学校であると認識され、競合校と比較し

ても教育の質について優位であると認知されて

きています。そして、その成果として微増では

ありますが出願者も増えています。 

 



 

45-2 

 

 

（表 7-1）入学定員及び学生数（平成３０年５月１日現在） 

科 
修業 

年限 

入学 

定員 

入学 

者数 
充足率 

収容 

定員 

平成 27年度在籍者数 
充足率 

計 男 女 

アパレルプロフェッショナル科 ２年 30 27 90.0% 60 37 4 33 61.6% 

ファッションスタイリング科 ２年 60 36 60.0% 120 60 12 48 50.0% 

ファッションマスター科 １年 10 3 30.0% 10 3 0 3 30.0% 

専門学校武蔵野ファッションカレッジ 100 66 66.0% 190 100 16 84 52.6% 

 

（表 7-2）オープンキャンパス等歩留率 

  
平成 

23 年度 
平成 

24 年度 
平成 

25 年度 
平成 

26 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 

入学定員 100 100 100 100 100 100 100 100 

ＯＣ参加 

延べ人数 197 205 255 290 288 225 286 286 

実人数 181  176  215  239 242 188 241 242 

平均 
参加回数 

1.09  1.16  1.19  1.21 1.19 1.20 1.19 1.18 

出願数 47 56 69 63 71 62 68 72 

ＯＣ歩留率① 
（延べ人数） 

23.8% 27.3% 27.0% 21.7% 24.6% 27.5% 23.7% 25.1% 

ＯＣ歩留率② 
（実人数） 

25.9% 31.8% 32.0% 26.3% 29.3% 32.9% 28.2% 29.7% 

＊ ＯＣ参加数は 4月 1日～9月 30日の人数  ＊ 出願数は年度末の確定人数。 

＊ 平 均 参 加 回 数＝延べ人数÷実人数  ＊ ＯＣ歩留率①(%)＝出願数÷ＯＣ参加延べ人数 

＊ ＯＣ歩留率②(%)＝出願数÷ＯＣ参加実人数 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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7-25 （1/2） 

7-25 学生募集活動                                                評定：3 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校

等接続する教育

機関に対する情

報提供に取組ん

でいるか 

□高等学校等における進学

説明会に参加し教育活動等

の情報提供を行っているか 

□高等学校等の教職員に対

する入学説明会を実施して

いるか 

□教員又は保護者向けの

「学校案内」等を作成して

いるか 

  高等学校内における

「進路説明会」や「出

張模擬授業」を入学実

績校から優先的に選定

し、実施。 

保護者、教員向けの

「学校案内」は現在製

作してはいないが生徒

用は保護者、教員も閲

覧することを考慮した

内容にまとめている。

必要性を検討し対処し

ていく。 

高等学校との日々の

綿密なコミュニケーシ

ョンが必要。 

 

7-25-2 学生募集

を適切かつ効果

的に行っている

か 

□入学時期に照らし、適切

な時期に願書の受付を開始

しているか 

□専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか 
□志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか 

□学校案内等において、特

徴ある教育活動、学修成果

等について正確に、分かり

やすく紹介しているか 

□広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か 

 

 

 

 専修学校協会の取り

決めに従って広報部を

中心として教職員が一

体となって実施｡ 

入学者のアンケート

結果を参考にして分か

りやすいものを作成し

ている。 

①体験入学時、②学

校説明会の会場の他に

も、平日は広報部で

（土）（日）は日直者が

対応する体制を整備し

ている｡ 

広報部を中心とし

て、教職員が一体とな

って模擬授業、体験入

学、ガイダンス等に参

加している。 

専修学校協会の取り

決めを遵守すべきであ

る。 

学校の内容を志望者

等の立場に立って理解

しやすいものとすべき

である。 

志望者に対してはで

きるだけ丁寧な体制を

とるべきである。 

定員遵守の方針でで

きるだけ定員充足率を

上げる募集活動をすべ

きである。 

取り決めを遵守する

ことをさらに担当者に

徹底すべきである。 

今後も入学者に対す

るアンケートをより詳

細に分析し、多様化し

たニーズに対応できる

より分かりやすい学校

案内書作りを行なって

いくべきである。 

誰が対応しても画一

的な対応ができるよう

に教職員の研修の強化

が必要。 

本学でしか学べない

カリキュラムの提供に

より、他校との差別化

を行うことが必要｡ 

入学案内書 



 

47 

 

7-25 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 続き □体験入学、オープンキャ

ンパスなどの実施におい

て、多くの参加機会の提供

や実施内容の工夫など行っ

ているか 

□志望者の状況に応じて多

様な試験・選考方法を取入

れているか 

 

 

 

 

 

 

体験入学の実施回数は

月２回以上、土曜か日曜

に開催し、参加者とその

保護者が参加しやすいよ

うに多く開催している。

実施内容ん工夫として

は、必ず参加者と教員と

個別で相談する機会をも

ち、詳細な部分まで説明

ができるように実施して

いる。ている。日を開催

日としている。 

選考は書類のみとなる

が、必ず体験入学内で個

別に面談をしており、生

徒と様子を記録し、選考

の材料としている。 

体験入学参加者のう

ち約４割が出願まで結

びつく状況である。定

員充足率をあげるには

体験入学参加者を増や

していく施策が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習メニューやキャッ

チコピーの工夫。広報

部と連携し、多く参加

が望める日程や内容の

工夫をしていく。 

入学案内書 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

生徒募集においては、専修学校協会の取り決めを遵守し、生徒募集のツー

ルである学校案内書は、学校の教育内容を志願者および保護者にとって理解

可能なものとするべきである。そのことによって本校の差別化を行なうべき

である。また、定員遵守の方針のもと、できるだけ定員充足率を拡大化する

ような募集活動であるべきである。 

教育成果の集大成を明らかにするのが就職の質となると思われる。このた

め、就職一覧の冊子（「進路一覧」）を毎年作成し、個々の本人の了承を得た

上で開示し、志願者の入学相談の際により具体的なイメージ作りに供してい

る。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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7-26 （1/2） 

7-26 入学選考                                                  評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考

基準を明確化し、

適切に運用して

いるか 

□入学選考基準、方法は、

規程等で明確に定めている

か 

□入学選考等は、規程等に

基づき適切に運用している

か 

□入学選考の公平性を確保

するための合否判定体制を

整備しているか 

 入学選考基準を学生

募集要項で明確化し、

適切に運用している。 

特段問題はない。 現状運営の継続。 入学案内書 

学生募集要項 

7-26-2 入学選考

に関する実績を

把握し、授業改善

等に活用してい

るか 

□学科毎の合格率・辞退率

などの現況を示すデータを

蓄積し、適切に管理してい

るか 

□学科毎の入学者の傾向に

ついて把握し、授業方法の

検討など適切に対応してい

るか 

□学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか 
□財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか 
 

 学内の情報システム

が整備され適切にデー

タは蓄積、管理されて

いる。 

広報部、教務部とも

に情報システムを利用

し入学者の傾向を把握

している。 

集めた情報の利用のた

め、加工・処理が必要。

それを基に募集戦略を

立案するべき。 

集めた情報の利用の

ため、加工・処理をす

る担当者、部署が必要。 

学内情報システム 
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7-26 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

志願者にとって分かりやすい基準で行うべきである。また、マーケティン

グ戦略としてかかる情報は広報部にて総合的に把握すべきである。 

かかる情報を分析し、マーケットセグメントして広報戦略を立案すべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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7-27 （1/1） 

7-27 学納金                                                   評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容

に対応し、学納金

を算定している

か 

□学納金の算定内容、決定

の過程を明確にしているか 

□学納金の水準を把握して

いるか 

□学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか 

 現在、類似の専修学

校の学納金等を参考に

して本学の独自性を加

味して理事会で決定。 

財務部で総体的に把

握し、理事会で報告し

ている。 

学納金は、実収入の一

番基本的なものなので

年度推移を正確に把握

すべきである。 

学費に窮する志願者

のための手厚い対応を

継続して実施。 

実収入の一番基本的

なものである学納金を

増加させる方策を全学

的に検討すべきであ

る。 

入学案内書 

学生募集要項 

7-27-2 入学辞退

者に対し、授業料

等について、適正

な取扱を行って

いるか 

□文部科学省通知の趣旨に

基づき、入学辞退者に対す

る授業料の返還の取扱いに

対して、募集要項等に明示

し、適切に取扱っているか 

 授業料と教材費に分

けて、学則に則って適

正に処理している。 

文部科学省の通知

（「大学、短期大学、高

等専門学校、専修学校

及び各種学校の入学辞

退者に対する授業料等

の 取 り 扱 い に つ い

て」：平成１８年１２月

２８日）に準拠して適

正に運営している。 

今後も同通知を遵守

する。 

文部科学省「大学、短

期大学、高等専門学校、

専修学校及び各種学校

の入学辞退者に対する

授業料等の取り扱いに

ついて」（通知）（平成

１８年１２月２８日１

８文科高第５３６号） 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

実収入の一番基本的なものである学納金を増加させる方策を検討すべきで

ある。生徒には学費に窮するケースが多くなっている為、手厚い対策が必要。 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準８ 財 務 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

１８歳人口減少の影響を考慮しすると大幅な収入

増は難しい状況である。教育機関といえども収支均

衡が望ましい。学園では予算制度の見直しとして予

算委員会が立ち上がり適正な予算分配を図ってい

る。 

 

【課題】 

教育機関といえども収支均衡が望ましい。 

 

収入増のための入学者を増やす努力と予算削減の

ため優先順位を精査した予算組みと予算執行を行

う。 
 

 

学校法人としては 5 カ年計画の立案、予算委員会の

設置で学園として財務基盤安定をはかっている。 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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8-28 （1/2） 

8-28 財務基盤                                                  評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び

法人運営の中長

期的な財務基盤

は安定している

か 

□応募者数・入学者数及び

定員充足率の推移を把握し

ているか 

□収入と支出はバランスが

とれているか 

□貸借対照表の翌年度繰越

収入超過額がマイナスにな

っている場合、それを解消

する計画を立てているか 

□消費収支計算書の当年度
消費収支超過額がマイナス
となっている場合、その原
因を正確に把握しているか 
□設備投資が過大になって
いないか 
□負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか 
 
 
 
 
 
 

 5 カ年計画の立案、予

算委員会の設置で学園

として財務基盤安定を

はかっている。教務部

では学生募集に関して

委員の充足率は常に把

握し 

学校法人の財政にと

って最も重要な要件は

収支の均衝、すなわち、

帰属収入で基本金組入

れと消費支出を賄うこ

とが原則。 

服飾・家政分野への進

学率減少傾向と１８歳

人口減少の厳しい環境

であるが、画期的打開

策は現実的ではない。

本文である学校として

質の高い教育をするべ

きである。そのため、

学費を上げることも視

野に入れるべき。 

 

8-28-2 学校及び

法人運営に係る

主要な財務数値

に関する財務分

析を行っている

か 

□最近 3 年間の収支状況

（消費収支・資金収支）に

よる財務分析を行っている

か 

□最近 3 年間の財産目録・

貸借対照表の数値による財

務分析を行っているか 

 

 財務部により、学校

法人にとって重要な数

値の経年度のデータが

作成されている。 

財務諸表における主

要な財務数値を経年度

把握し、構成比・趨勢

比等の数値を把握し、

学校の実態をより正確

に把握すべきである。 

財務諸表の各種比率

を私学事業団の資料と

比較して他の類似校に

対する本学の優位性・

不利性を把握すべきで

ある。 
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8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等

に定める負債関係の割合推

移データによる償還計画を

策定しているか 

□キャッシュフローの状況

を示すデータはあるか 

□教育研究費比率、人件費

比率の数値は適切な数値に

なっているか 

□コスト管理を適切に行っ

ているか 

□収支の状況について自己

評価しているか 

□改善が必要な場合におい

て、今後の財務改善計画を

策定しているか 

     

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

１８歳人口の減少、経済情勢の悪化、進学率の上限の限界等、専修学校を

取り巻く環境諸条件はますます厳しいものとなりつつある。かかる状況下で

財政を健全化させてゆくためには、収入に見合った人件費や諸経費などの経

常的支出と、将来を見据えた設備投資のバランスを考慮に入れて執行すべき

である。 

新規施設の建設および既存施設の改修や更新は減価償却費等の後年度負担

を伴う。このためフローとしての人件費や教育経費およびストックとして設

備費との合計額の帰属収支比率の目標値を中期計画ベースで設定すべきであ

る。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 



 

54 

 

8-29 （1/1） 

8-29 予算・収支計画                                               評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標

との整合性を図

り、単年度予算、

中期計画を策定

しているか 

□予算編成に際して、教育

目標、中期計画、事業計画

等と整合性を図っているか 

□予算の編成過程及び決定

過程は明確になっているか 

 学園の目的・目標を

達成するために事業計

画に反映し、それに金

額を配賦して年度予算

を策定。予算委員会を

組織し予算査定、中期

計画に基づいた予算計

画を立てている。 

事業計画のそれぞれ

に金額を配賦したもの

が年度予算であるため

それぞれに目的適合性

をもって策定されるべ

き。 

年度予算や中期計画

は目的達成の度合でそ

の有効性・効率性・妥

当性が評価されるべき

である。 

 

8-29-2 予算及び

計画に基づき、適

正に執行管理を

行っているか 

□予算の執行計画を策定し

ているか 

□予算と決算に大きな乖離

を生じていないか 

□予算超過が見込まれる場

合、適切に補正措置を行っ

ているか 

□予算規程、経理規程を整
備しているか 
□予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど誤
りのない適切な会計処理行
っているか 

 予算システムが確立

され予算申請から査

定、執行、管理まで円

滑に運営されている。 

予算システムの構築

により円滑に運営され

特段問題はない。 

予算システムの円滑

な利用の継続。 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務数値に関する情報を正確に把握するためには、学校法人会計の基盤で

ある学校法人会計基準の概念的フレームワークに準拠して作成される財務諸

表に示される会計情報の内容および限界を考慮に入れて経年度の分析を行な

い、正確に実態を把握する必要がある。 

学校の財政基盤を正しく把握するためには、財務諸表（資金収支計算書、

貸借対照表、消費収支計算書）によって示される財務情報の内容と質、その

限界を認識し、かかる情報の適切な分析により、経済的実体をより正確に把

握して計画を策定する必要がある。 

 最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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8-30 （1/1） 

8-30 監査                                                    評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校

法及び寄附行為

に基づき、適切に

監査を実施して

いるか 

□私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか 
□監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか 
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか 
□監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか 

 監事および監査法人

による業務監査および

会計監査を行い、評議

員会へ諮問ののち、理

事会で最終承認。 

公認会計士による監

査は決算から２ヵ月以

内に受けることとな

る。監事と公認会計士

による二重の監査を行

なっている。 

監事および外部の監

査法人の公認会計士に

より、業務監査および

会計監査を適切に行う

べきである。 

国もしくは地方自治

体から補助金の交付を

受けている学校法人

は、監事の監査の他に

私学振興助成法に基づ

く公認会計士監査を受

けるべきである。 

今後も、各種法令に

準拠して行うべきであ

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

適切な監査を行うためには、私学振興助成法に基づく公認会計士（監査法

人）による監査、および私立学校法に基づく監事による監査を受けることと

なる。 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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8-31 （1/1） 

8-31 財務情報の公開                                               評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校

法に基づく財務

公開体制を整備

し、適切に運用し

ているか 

□財務公開規程を整備し、

適切に運用しているか 

□公開が義務づけられてい

る財務帳票、事業報告書を

作成しているか 

□財務公開の実績を記録し

ているか 

□公開方法についてホーム

ページに掲載するなど積極

的な公開に取組んでいるか 

 決算の後、２ヵ月以

内に開催される評議員

会に財産目録、貸借対

照表、収支計算書およ

び事業報告書を諮問

し、理事会で承認した

後、事務所に備え置き、

閲覧に供している。 

現在、同法に準拠し

て財務情報公開を実

施。 

財務部の責任と権限

によって作成された財

務情報は公開（ディス

クロージャー）をして

会計責任（アカウンタ

ビリティ）を解除すべ

きである。 

学校法人会計基準に

準拠して作成された財

務情報は私立学校法に

規定された情報公開を

行うべきである。 

この結果をホームペ

ージにリンクするなど

して、一般の閲覧に供

する必要がある。 

 

「１６文科第３０４

号」（平成１６年７月２

３日別添様式参考例） 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

職業実践専門課程の責務として財務情報 HP に掲載している。  

 

 

 

基準９ 法令等の遵守 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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【現状】 

 平成２８年度に文科省委託事業「分野別第三者評

価」を試行としてではあるが受ける機会を得て受審

をした。産業界、同分野校から厳しい視点での評価

であったが、「職業実践専門課程として適切な運営

がなされている」と評価を受けている。現在はその

維持に努めている。 

 

【課題】 

現在は法令の遵守に関しては特に課題はないが、そ

の為の教務事務的業務が増えており負担が多くな

っている。
 

 

第三者評価は教育の質保証として継続して受け

るものである。数年後に評価機構の第三者評価受審

を検討する。また、それらの教務事務業務を行う人

員の育成に取り組んでいきたい。 

１．個人情報保護規定 

「学校法人後藤学園個人情報保護規程」を基

本規定として運用。 

２．自己点検および自己評価の規定 

ファッションカレッジ学則 第４条には、「本

校はその教育の一層の充実を図り、本校の目的

及び社会的使命を達成するため本校における

教育活動等の状況について自己点検及び評価

を行うものとする」と規定｡
 

 

 

 

9-32 （1/1） 

9-32 関係法令、設置基準等の遵守                                         評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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9-32-1 法令や専

修学校設置基準

等を遵守し、適正

な学校運営を行

っているか 

□関係法令及び設置基準等

に基づき、学校運営を行う

とともに、必要な諸届等適

切に行っているか 

□学校運営に必要な規則・

規程等を整備し、適切に運

用しているか 

□セクシュアルハラスメン

ト等ハラスメント防止のた

めの方針を明確化し、防止

のための対応マニュアルを

策定して適切に運用してい

るか 

□教職員、学生に対し、コ

ンプライアンスに関する相

談受付窓口を設置している

か 

□教職員、学生に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

 法規や設置基準に遵

守して、学校運営。 

武蔵野ファッション

カレッジ教務部と法人

事務局との会議で折に

ふれ啓発。 

法令遵守が時代のパ

ラダイムとなっている

のでそれに則り運営す

べきである。 

今後も、ガバナンス

（組織統治）とコンプ

ライアンス（法令遵守）

を重視して学校運営す

る必要がある。 

今後、種々の機会を

とらえて啓発活動を実

施。 

学校法人後藤学園規程

集 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

規程や委員会を設置し適切に運営している。  

 

 

9-33 （1/1） 

9-33 個人情報保護                                                評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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9-33-1 学校が保

有する個人情報

保護に関する対

策を実施してい

るか 

□個人情報保護に関する取

扱方針・規程を定め、適切

に運用しているか 

□大量の個人データを蓄積

した電磁記録の取扱いに関

し、規程を定め、適切に運

用しているか 

□学校が開設したサイトの

運用にあたって、情報漏え

い等の防止策を講じている

か 

□学生・教職員に個人情報

管理に関する啓発及び教育

を実施しているか 

 「学校法人後藤学園

個人情報規程」に基づ

き「個人情報保護計画

を策定し実施すると共

に学園職員はこの規定

に従って個人情報を保

護している」 

学校法人後藤学園個

人情報保護規程を定

め、会議等で折にふれ

て啓発。 

個人情報の適切な保

護のため、「学校法人後

藤学園 個人情報規程」

を基本規定として運

用｡ 

各学校の構成員に、

「個人情報の範囲」、

「守るべき必要性」等

を共有させるべきであ

る。 

今後、より一層啓発

するとともに個人情報

保護のためにあらゆる

施策をとるべきであ

る。 

学園全体の統括的責

任者の権限と責任の明

瞭化、個人情報保護計

画に基づく研修が必

要。 

学校法人後藤学園規程

集 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

問題もなく適切に運用している。  

 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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9-34 （1/2） 

9-34 学校評価                                                  評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か 

□実施に係る組織体制を整

備し、毎年度定期的に全学

で取組んでいるか 

□評価結果に基づき、学校

改善に取組んでいるか 

 「職業実践専門課

程」認定要件である「自

己点検自己評価」は毎

年行われ、評価結果を

改善計画として取り組

んでいる。 

マンパワーに頼りが

ちである。組織として

自己点検自己評価の充

実をはかる。 

一部の教員に負担を

かけない運営スケジュ

ールの調整と業務分担

の工夫。 

HP 

9-34-2 自己評価

結果を公表して

いるか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 評価結果は報告書に

まとめ、ホームページ

にて公開している。 

報告書の製作は教務部

内で行うが通常の業務

以外に行う為負担がか

かる。 

一部の教員に負担をか

けない運営スケジュー

ルの調整と業務分担の

工夫。 

HP 

9-34-3 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行っているか 

□実施に関し、学則及び規

程等を整備し実施している

か 

□実施に際して組織体制を

整備し、実施しているか 

□設置課程・学科に関連業

界等から委員を適切に選任

しているか 

□評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか 

 規定を作り適切に運

営している。関係業界

団体、企業や高等学校

より委員の派遣を受け

運営。 

外部の委員が評価し

やすい様、資料の事前

に配布など工夫が必

要。委員の日程調整に

難航する。 

資料の事前配布の実

施。 

HP 

9-34-4 学校関係

者評価結果を公

表しているか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

 評価結果は報告書に

まとめ、ホームページ

にて公開している。 

報告書の製作は教務

部内で行うが通常の業

務以外に行う為負担が

かかる。 

一部の教員に負担を

かけない運営スケジュ

ールの調整と業務分担

の工夫。 

HP 
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9-34 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

より充実したカリキュラム編成への検討と専任・非常勤の指導力・資質向

上のため、今年度より授業評価に取り組む。さらに、授業評価実施の結果明

らかになった課題に対して改善を図る。 

自己点検・自己評価を実施し、結果を公表し、①現状把握⇒②問題点の抽

出⇒③改善策の提案というマネジメントサイクルを組織構成員が共有する事

は組織開発のための必須の要件である｡ 

「教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、

本校における教育活動等の状況についても自ら点検及び評価を行うものとす

る」（第 4 条）と学則で規定。 

今後、第三者評価に向けての取り組みが必要。 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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9-35 （1/1） 

9-35 教育情報の公開                                               評定：４ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報

に関する情報公

開を積極的に行

っているか 

□学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報を積極的

に公開しているか 

□学生、保護者、関連業界

等広く社会に公開するため

の方法で公開しているか 

 学校案内書・ホーム

ページ等で教育目的、

教育内容、人材像など

を公開。特に、保護者

向けパンフレットも作

成。 

専修学校は多様なス

テークホルダーの要請

や期待に応え、情報開

示により説明責任を果

たし、評価を受けるこ

とが必要。 

 ①学校の建学の理念

の明確化、②規程の明

確化、③マネジメント

態勢の構築、④各種窓

口（ステークホルダー

別）の設置などが必要。 

HP 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「職業実践専門課程」認定要件である「教育情報の公表」は HP 上で行われ、

ワンクリックで閲覧ができる環境にし適切に運営されている。 

 

 

 

 

最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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基準１０ 社会貢献・地域貢献 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【現状】 

豊島区主催のよさこい祭りやソメイヨシノ親善大

使の審査員としての協力を継続して行っている。ま

た、豊島区の関連の文化事業団体、財団法人としま

未来文化財団とのパイプも出来ているので今後も

学校の特性を生かした地域協力を継続して行って

いる。 

 豊島区専修・各種学校協会（豊専各）や東京都専

修・各種学校協会（東専各）に理事や評議員を派遣

（前者は事務局も本学園で担当）。 

 豊島区の文化事業『国際アート・カルチャー都市

実現』のための特命大使として理事長、本校校長が

就任。 

【課題】 

社会貢献は学園で掲げる「人格教育」にも重なる内

容である。学校・教職員の取り組みだけでなく、ボ

ランティア活動や地域や社会へ貢献する意識を学

生に持たせる教育に取り組んでいく。
 

 

『人格教育』の一環といえる内容であるので、カリ

キュラムで取り入れることを検討。尚、学園として

『人各教育』の具体化に向けた委員会を設置し取り

組みを継続中である。 

 

 

学園として『人各教育』の具体化に向けた委員会を

設置し取り組みを継続中である。 

 

豊島区の文化事業『国際アート・カルチャー都市実

現』のための特命大使として理事長、本校校長が就

任。 
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最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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10-36 社会貢献・地域貢献                                            評定：３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教

育資源を活用し

た社会貢献・地域

貢献を行ってい

るか 

□産・学・行政・地域等との

連携に関する方針・規程等を

整備しているか 

□企業や行政と連携した教

育プログラムの開発、共同研

究の実績はあるか 

□国の機関からの委託研究

及び雇用促進事業について

積極的に受託しているか 

□学校施設・設備等を地域・

関連業界等・卒業生等に開放

しているか 

□高等学校等が行うキャリ

ア教育等の授業実施に教員

等を派遣するなど積極的に

協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用

し高等学校の職業教育等の

授業実施に協力・支援してい

るか 

□地域の受講者等を対象と

した「生涯学習講座」を開講

しているか 

□環境問題など重要な社会

問題の解決に貢献するため

の活動を行っているか 

□学生・教職員に対し、重要

な社会問題に対する問題意

識の醸成のための教育、研修

に取組んでいるか 

 豊島区専修・各種学校

協会 

（豊専各）や東京都専

修・各種学校協会（東専

各）に理事を派遣し、前

者は事務局も本学で担

当。 

豊島区の公益財団法

人としま未来文化財団

主催の文化祭において

ファッションショーで

文化事業に協力。 

豊島区の公益財団法

人としま未来文化財団

よりオーケストラ衣装

のデザインを受託。 

①人間教育、②社会教

育、③専門教育といった

授業展開において生徒

に啓発している。 

学校関係（専修学校・

各種学校協会）やファッ

ション業界と連携・交流

を深め、時代の到達点を

絶えず確認すべきであ

る。 

社会的公器としての学

校は社会に対してその

資源を還元すべきであ

る。 

生徒のニーズと地域社

会のニーズを把握し、生

徒の主体的な参加とい

う視点から、生徒を地域

貢献や地域交流に取り

組んでゆくように働き

かけるべきである。 

本校は「衣」に関する

学校なので「衣と安全」、

「衣と健康」、「衣と環

境」等の問題意識をもっ

て授業を行うべきであ

る。 

広くかかる団体と今

後も交流すべきである。 

学校として社会交流

を実施すべきである。 

学校として地域社会

と連携した多様なプロ

グラムを実施すべきで

ある。 

正課の授業において

各科目としての社会と

のつながりに配慮して

授業を行うべきである。 

今後、重大な課題とし

て「衣と環境」「ライフ

スタイルの変遷と衣」な

どに配慮した授業が必

要。 
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10-36 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流

に取組んでいる

か  

□海外の教育機関との国際

交流の推進に関する方針を

定めているか 

□海外の教育機関と教職員

の人事交流・共同研究等を行

っているか 

□海外の教育機関と留学生

の受入れ、派遣、研修の実施

など交流を行っているか 

□留学生の受入れのため、学
修成果、教育目標を明確化
し、体系的な教育課程の編成
に取組んでいるか 

□海外教育機関との人事交

流、研修の実施など、国際水

準の教育力の確保に向け取

組んでいるか 

□留学生の受入れを促進す

るために学校が行う教育課

程、教育内容・方法等につい

て国内外に積極的に情報発

信を行っているか 

  毎年、学年末にヨーロ

ッパのファッション教

育機関等で海外研修を

実施している。 

学校として国際化に対

応すべきである。 

生徒に対して種々の

機会をとらえてかかる

活動を推奨すべきであ

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校の使命は主に教育活動であったが、近年は、これらに地域社会、産業

界、行政と連携した社会貢献活動、社会連携活動も重要な使命となってきた。

また、学生支援という観点からは個人またはクラブおよびサークル活動等を

通じて、いかに地域貢献活動や地域交流活動への取り組みを促進するかとい

うことも重要な課題となっている。 

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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10-37 （1/1） 

10-37 ボランティア活動                                              評定３ 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1 学生のボ

ランティア活動

を奨励し、具体的

な活動支援を行

っているか 

□ボランティア活動など

社会活動について、学校

として積極的に奨励して

いるか 

□活動の窓口の設置な

ど、組織的な支援体制を

整備しているか 

□ボランティアの活動実

績を把握しているか 

□ボランティアの活動実

績を評価しているか 

□ボランティアの活動結

果を学内で共有している

か 

 生徒たちが学校の周

辺の清掃活動を実施。 

ボランティア活動を

通じて「自分探し」を

行いつつ、自己と他者、

自己と社会の関係等を

理解し、「自己の存在理

由」を実感するために

必要なもの。 

生徒の自立的・自発

的な動きを尊重し、側

面援助を行うべきであ

る。 

生徒が学校で学んだ

知識や技術等を実社会

での体験に活用し、同

時にその体験がフィー

ドバックを受けること

ができ、生徒が受けた

体験を他の生徒と共に

共有する場があること

が必要。 

生徒にボランティア

の意義や組織論につい

て教育し、生徒が自律

的に運営してゆけるよ

うにすべきであろう。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

ボランティア活動支援のあり方や運営方法は、学校の教育方針や生徒のニ

ーズあるいは地域特性等に大きく左右されるものであり、それらの諸条件を

総合的に調整して学校の教育に目的適合性をもった現実的な対応が必要。 

地域に根ざした学校づくりを目指し、ボランティア活動などの地域貢献活

動は学校という社会的公器として今後も継続して取り組むべきである。 

生徒が学校で学んだ知識や技術等を実社会での体験に活用し、同時にその

体験がフィードバックを受けることができ、生徒が受けた体験を他の生徒と

共に共有する場があることが必要。 

 

 
最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 
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4 平成３０年度重点目標達成についての自己評価 

平成３０年度重点目標 達成状況 今後の課題 

平成３０年度学校目標 

 

『成長を実感できる仕組み作り』 

 

 

 

  

 

 

 

学生自身が身につけるべき能力と卒業次の到

達目標を理解して日々学んでいくことをめざし、

本校では平成 28 年度から学習到達度を示し評価

基準化していくルーブリックの導入に、着手して

いる。導入初年度は常勤教員の授業から始まった

取り組みだが、２年目の平成 29 年度では一部の

非常勤講師の授業に取り組みを広げている。短期

間で完遂できる事業ではなく平成 30 年度も引き

続き『成長を実感できる仕組み作り』として『ル

ーブリックによる学習到達度の可視化』に取り組

んだ。 

成果としては、学生から「自分の身についた部

分が具体的にわかった」「丁寧な評価によってや

る気が湧いてくる」など目標に近づいたことを実

感できる感想が面談で得られた。 

 

 

課題としてはカリキュラム全体からするとま

だまだ部分的な取り組みとなっている点である。

カリキュラム全体での取り組みとするべきであ

り、そのためには授業担当者のルーブリックの理

解向上が必要である。 

 

 

 

 最終更新日付 ２０１９年６月１９日 記載責任者 小倉 展伸 


